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『支え合う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 

  健康で生きがいを持って 暮らせるまち 東大和』 

 

東大和市では平成６年３月に、「みんなの和２１プラン－東大和市地域福祉計画－」（第一次

地域福祉計画）を策定し、その後、地域福祉計画をはじめとする各福祉分野計画の策定や見

直しによる改定を行ってまいりました。 

この間、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、地域社会における課題は、多様化・複雑化し

ており、それに応じた的確な対応が求められております。特に課題となっているのが、急速に

進展している少子高齢化と人口減少への対応です。このような社会・経済情勢の変化を踏ま

え、令和４年度を初年度とする「東大和市第三次基本構想」では、今後のまちづくりについて、

従来の人口増加を前提とした考え方から、少子高齢化と人口減少に対応する新しい考え方へ

と転換し、社会・経済情勢の変化に適応する「活力あるまち、持続可能なまち」を目指すことと

いたしました。 

そして、このたび、令和３年度を初年度とする「第６次東大和市地域福祉計画」、「東大和市高

齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」、「第２次東大和市障害者総合プラン」、「第２次東大

和市健康増進計画」及び「東大和市自殺対策計画」を一体的に策定することといたしました。

これにより、各福祉分野計画において、きめ細かな事業計画とするとともに、各計画を横断的

に連携して整備することで、統一した事業展開と福祉施策の充実に努めてまいります。 

こうした流れのなか、「東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」では、『支え合

う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 健康で生きがいを持って 暮らせるまち 東大和』を

基本理念として掲げております。今後は、これまでの地域包括ケアシステムに関する取組に加

え、「シニアが活躍できるまち」の実現を目指した「健康づくり」や「いきがいづくり」に関する取

組など、多くの市民の皆様、とりわけ高齢者の皆様ができるだけ健康を維持し、地域のなかで

主体的に活躍していただくための施策を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、市民の皆様をはじめ、東大和市議会や東大和市介護保険

運営協議会並びに関係者の皆様より、多くの貴重なご意見を賜りましたことに対しまして、厚

く御礼申し上げます。また、当市では、本計画実現のため、関係機関の皆様と連携を図り、着

実に事業を実施してまいりますので、引き続きのご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

令和３年３月 

東大和市長 尾 崎  保 夫 
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、介護保険制度が平成１２年に創設され、２０年が経過

しました。介護保険サービスは高齢者の暮らしを支える制度として定着している一方、高齢化の進行や

要介護高齢者数の増加、認知症高齢者の増加など、社会情勢の変化に合わせて、制度の見直しが図ら

れてきました。 

我が国の６５歳以上人口は、平成３１年１月１日現在の住民基本台帳人口で３,５１９万人、高齢化率は

27.6％となっており、同日の当市の高齢化率は２６.７％で、国の平均に比べて低い水準となっていま

す。なお、当市では、６５歳以上人口は全体としては増加傾向で、７５歳以上の後期高齢者数が増加して

いる一方、６５～７４歳の前期高齢者数は、平成２８年以降、減少傾向となっています。 

当市では、平成１２年の介護保険制度の創設以来、７期にわたって高齢者福祉計画及び介護保険事業

計画を策定し、市が目指す基本的な目標を定め、その実現に努めています。 

第７期計画（平成３０～令和２年度）では、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）を見据

え、高齢者が住み慣れた地域で支え合いながら、尊厳を保ち、健康でいきいきと安心して、自分らしく

生活できる東大和市を目指して、「地域共生社会につなげる地域包括ケアシステムの推進」を目標に、在

宅医療・介護連携や認知症施策、介護予防、高齢者ほっと支援センターの機能強化にかかわる取組等を

推進してきました。 

そして今回策定する第８期計画は、引き続き令和７年（２０２５年）を見据えた地域包括ケアシステムの

推進を図るとともに、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年（２０４０年）を念頭に、

高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えることが求められています。これら社会状況

の変化を踏まえつつ、目指す将来像や理念・目標の実現のため、高齢者福祉施策全般の推進と介護保

険事業の円滑な実施を図ることを趣旨として、計画を策定します。 

 

２ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

第６期計画 

平成 27～29年度 

〈令和７年（２０２５年）、令和２２年（２０４０年）までの見通し〉 

 

【本計画】 

第８期計画 

令和３～５年度 

第７期計画 

平成 30～令和２年度 

第９期計画 

令和６～８年度 

▲ 

団塊世代が 75歳以上に 

令和７年（２０２５年） 

第１４期計画 

令和 21～23年度 

 
令和２２年（２０４０年） 

▲ 

団塊ジュニアが 65歳以上に 
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３ 介護保険制度見直しの方向性について 
 

（１） 次期介護保険制度改正の全体イメージについて 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）が平成１２年４月１日に施行され、当市では、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように、医療及び居住に関する施策と連携

を図りつつ包括的に施策を推進してきました。 

第８期計画の策定にあたり、国で検討が進められている介護保険制度については、次のような見直し

の方向性が示されています。 

 

【改革の目指す方向】 

○地域共生社会の実現と令和２２年（２０４０年）への備え 

⚫ 地域包括ケアシステム、介護保険制度を基盤とした地域共生社会づくり 

⚫ 介護サービス需要の更なる増加・多様化、現役世代（担い手）減少への対応 

【改革の３つの柱】 

１  介護予防・地域づくりの推進～健康寿命の延伸～／「共生」･「予防」を両輪とする認知症施策の

総合的推進 

⚫ 通いの場の拡充等による介護予防の推進 

⚫ 地域支援事業等を活用した地域づくりの推進 

⚫ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の総合的推進 等 

２  地域包括ケアシステムの推進～地域特性等に応じた介護基盤整備・質の高いケアマネジメント～ 

⚫ 地域特性等に応じた介護サービス基盤整備 

⚫ 質の高いケアマネジメントに向けた環境整備 

⚫ 医療介護連携の推進 等 

３  介護現場の革新～人材確保・生産性の向上～ 

⚫ 新規人材の確保、離職防止等の総合的人材確保対策 

⚫ 高齢者の地域や介護現場での活躍促進 

⚫ 介護現場の業務改善、文書量削減、ロボット・ICTの活用の推進 等 

【３つの柱を下支えする改革】 

１  保険者機能の強化 

２  データ利活用のためのICT基盤 

３  制度の持続可能性の確保のための見直し 
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３ 介護保険制度見直しの方向性について 
 

（１） 次期介護保険制度改正の全体イメージについて 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）が平成１２年４月１日に施行され、当市では、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように、医療及び居住に関する施策と連携

を図りつつ包括的に施策を推進してきました。 

第８期計画の策定にあたり、国で検討が進められている介護保険制度については、次のような見直し

の方向性が示されています。 

 

【改革の目指す方向】 

○地域共生社会の実現と令和２２年（２０４０年）への備え 

⚫ 地域包括ケアシステム、介護保険制度を基盤とした地域共生社会づくり 

⚫ 介護サービス需要の更なる増加・多様化、現役世代（担い手）減少への対応 

【改革の３つの柱】 

１  介護予防・地域づくりの推進～健康寿命の延伸～／「共生」･「予防」を両輪とする認知症施策の

総合的推進 

⚫ 通いの場の拡充等による介護予防の推進 

⚫ 地域支援事業等を活用した地域づくりの推進 

⚫ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の総合的推進 等 

２  地域包括ケアシステムの推進～地域特性等に応じた介護基盤整備・質の高いケアマネジメント～ 

⚫ 地域特性等に応じた介護サービス基盤整備 

⚫ 質の高いケアマネジメントに向けた環境整備 

⚫ 医療介護連携の推進 等 

３  介護現場の革新～人材確保・生産性の向上～ 

⚫ 新規人材の確保、離職防止等の総合的人材確保対策 

⚫ 高齢者の地域や介護現場での活躍促進 

⚫ 介護現場の業務改善、文書量削減、ロボット・ICTの活用の推進 等 

【３つの柱を下支えする改革】 

１  保険者機能の強化 

２  データ利活用のためのICT基盤 

３  制度の持続可能性の確保のための見直し 
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出典：社会保障審議会 介護保険部会（第８５回 令和元年１１月１４日）資料 

 

（２） 国の基本指針について 

  

介護保険法において、厚生労働大臣は 「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針」（以下、「基本指針」という。）を定めることとされており、市町村は、基本指針をもとに

市町村介護保険事業計画を定めることになります。 

第８期計画策定における国の基本指針（案）については、次のとおりとなっております。 

 

① 令和７年（2025年）及び令和２２年（2040年）を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

○令和７年（２０２５年）及び令和２２年（２０４０年）を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介

護需要等を踏まえて計画を策定 

 

② 地域共生社会の実現 

○地域共生社会
※ 

 の実現に向けた考え方や取組について記載 

※地域共生社会の理念とは、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超え

て、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしてい

くことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方 

 

 

 

 

地域共生社会の実現と 2040 年への備え 

介護保険制度改革 
（イメージ） 

１．介護予防・地域づくりの推進 
～健康寿命の延伸～ 

／「共生」･「予防」を両輪とする 
認知症施策の総合的推進 

２．地域包括ケアシステムの推進 
～地域特性等 

に応じた介護基盤整備 
・質の高いケアマネジメント～ 

３．介護現場の革新 
～人材確保・生産性の向上～ 

保険者機能の強化 データ利活用のためのＩＣＴ基盤整備 

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施 
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③ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

○一般介護予防事業の推進に関して「ＰＤＣＡサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業と

の連携」について記載 

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載 

○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の例示として就労的活動等について記載 

○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定 

〇保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載（一般会計による介護予

防等に資する独自事業等について記載） 

〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載 

〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載 

○ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備につ

いて記載 

 

④ 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携強化 

〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載 

〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画

を策定 

 

⑤ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

○認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続け

ることができる社会の実現を目指すため、５つの柱に基づき記載（普及啓発の取組やチームオレン

ジ
※ 

 の設置及び「通いの場」の拡充等について記載） 

○教育等他の分野との連携に関する事項について記載 

※チームオレンジは、認知症の本人・家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援者をつな

ぐ仕組みのこと 
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③ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

○一般介護予防事業の推進に関して「ＰＤＣＡサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業と
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防等に資する独自事業等について記載） 

〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載 

〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載 

○ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備につ

いて記載 
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※チームオレンジは、認知症の本人・家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援者をつな

ぐ仕組みのこと 
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⑥ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載 

〇介護現場における業務仕分けやロボット・ＩＣＴの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介

護現場革新の具体的な方策を記載 

○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度等について記載 

○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載 

〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載 

 

⑦ 災害や感染症対策に係る体制整備 

○近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの重要性につ

いて記載 

出典：社会保障審議会 介護保険部会（第９１回 令和２年７月２７日）資料 
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４ 計画の位置づけ 

本計画は、当市の高齢者に関する施策を総合的かつ計画的な推進とともに、令和７年を目指した地

域包括ケアシステムの整備、さらに現役世代が急減する令和２２年の双方を念頭に、令和３年度から３年

間の施策の考え方及び目標を定めたものです。 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第２０条の８の規定に基づく「市町村老人福祉計画」として、介護保険

事業計画は、介護保険法第１１７条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」として策定する計画です。 

当市では、高齢者福祉施策と介護保険施策を総合的に推進するため、両計画を一体化し、「東大和市

高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」として策定します。 

なお、本計画は、国の基本指針（介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

的な指針）に即して、かつ、都の計画との整合性に配慮して定めます。 

また、当市の「基本構想」、「基本計画」に基づき、「地域福祉計画」を上位計画として、他の福祉関連の

計画等と調和・連携を図りつつ施策を推進するもので、地域福祉計画や他の福祉関連の計画とともに、

「地域共生社会の実現」に向けて、包括的な支援と多様な主体の参加・協働を掲げて、諸施策を推進して

いきます。 
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○ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、平成２７年（２０１５年）

９月の国連サミットで採択された国際目標です。 

令和１２年（２０３０年）を目標年限とし、「地球上の誰一人として取り残さない」持続可能な社会

の実現に向けて、国際社会全体で取り組むこととされています。 

ＳＤＧｓでは、達成すべき具体的目標として、１７のゴール（意欲目標）と１６９のターゲット（行動

目標）が示されています。 

このＳＤＧｓについて、国では、平成２８年に「ＳＤＧｓ実施指針」を策定し、ＳＤＧｓを全国的に実

施するためには、地方自治体などによる積極的な取組が不可欠であるとしています。 

当市では、ＳＤＧｓで掲げられている１７のゴールについて、地方自治体の取組と密接な関連が

あり、地方自治体の取組そのものが、ＳＤＧｓの達成につながるものであると考えています。本計

画で掲げる施策や事業を推進することにより、ＳＤＧｓの達成に取り組んでいきます。 

上記のうち、本計画と密接な関連のあるゴールは、以下のとおりです。 
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第２章 高齢者等の現状 

１ 人口・世帯の現状と動向 

当市の総人口は、令和２年１０月１日現在 85,305 人となっており、年々減少している一方、６５歳以

上の高齢者人口は増加しており、高齢化率は 27.2％まで上昇しています。 

なお、高齢者人口のうち、65～74歳の前期高齢者数は減少している一方、75歳以上の後期高齢者

数は増加しており、特に８５歳以上は平成２７年度比 150％以上の大幅な伸びとなっています。 

■年齢階級別等人口の推移 （単位：人） 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 
平成27年度→ 

令和2年度増減率 

総人口 86,211 85,920 85,860 85,534 85,277 85,305 98.9% 

0～14歳 11,652 11,463 11,407 11,242 11,001 10,854 93.2% 

15～39歳 23,715 23,124 22,561 22,035 21,598 21,374 90.1% 

40～64歳 29,137 29,183 29,336 29,451 29,686 29,886 102.6% 

65歳～ 21,707 22,150 22,556 22,806 22,992 23,191 106.8% 

  65～74歳 11,708 11,580 11,380 11,144 10,828 10,810 92.3% 

  75～84歳 7,755 8,151 8,501 8,749 8,994 8,874 114.4% 

  85歳～ 2,244 2,419 2,675 2,913 3,170 3,507 156.3% 

出典：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 

■年齢階級別等人口割合の推移 

 

出典：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 
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■人口ピラミッドの推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市の世帯数は、令和２年１０月１日現在 39,536 世帯となっており、年々増加している一方、世帯

当たり人員は 2.16まで減少しており、世帯の細分化が進んでいます。 

■世帯数及び世帯当たり人員の推移 

 

出典：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 
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２ 要支援・要介護認定者数の状況 

当市の介護保険の要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末現在 4,467 人となっており、年々増

加しています。過去５年では、特に要支援１・２の増加率が高くなっており、要支援１は平成２７年度比

150％以上の大幅な伸びとなっています。 

■介護度別認定者数の推移 （単位：人） 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 
平成２７年度→ 

令和２年度増減率 

要支援 1 559 563 680 809 845 841 150.4% 

要支援 2 504 556 626 647 664 703 139.5% 

要介護 1 753 824 872 871 925 909 120.7% 

要介護 2 548 579 618 612 629 649 118.4% 

要介護 3 414 397 451 477 494 542 130.9% 

要介護 4 366 402 383 435 444 475 129.8% 

要介護 5 305 302 306 336 354 348 114.1% 

合計 3,449 3,623 3,936 4,187 4,355 4,467 129.5% 

出典：介護保険事業状況報告月報（各年９月末） 

 

当市の認定率（＝要支援・要介護認定者数／第１号被保険者数）は、令和２年９月末現在 19.1％とな

っており、年々上昇しています。 

■介護度区分別認定者数及び認定率の推移 

 

出典：介護保険事業状況報告月報（各年９月末） 
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出典：介護保険事業状況報告月報（各年９月末） 
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３ ６５歳健康寿命 

当市の65歳以上の健康寿命は、男女ともに微増で推移しており、平成 25年から平成28年の３年

間では、男性が 0.7 歳、女性が 0.8 歳延びており、北多摩西部保健医療圏域と比べても健康寿命、延

び幅ともに当市の方が上回っています。 

■男女別 65歳健康寿命（歳）の推移 

[男 性] 

 

[女 性] 

 
出典：「北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集」 平成３１年度版 
※「65歳健康寿命」とは、現在65歳の人が、何らかの障害のために「要介護２以上」の認定を受けるまでの状態を健康と考え、その障害のため

に「要介護２以上」の認定を受けた年齢を平均的に表すもの。 
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４ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域は、身近な地域に様々なサービス拠点を整備し、要介護・要支援状態、認知症になって

も、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが可能となるよう、介護サービス基盤の整備を推進す

るために取り入れられた考え方です。 

市では、人口、交通事情、介護保険サービス等を提供するための施設整備等の状況を総合的に勘案し、

第５期計画（平成２４年度～平成２６年度）から、市内にある３つの地域包括ケアシステムの中核拠点で

もある高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター）の圏域単位を１つの日常生活圏域として設

定し、多様なニーズに対応するとともに、高齢者福祉・介護保険事業施策の推進を図っています。 

■日常生活圏域別人口 

日常生活圏域 町名 総人口 65歳以上 75歳以上 85歳以上 

いもくぼ 
多摩湖、芋窪、蔵敷、奈良橋、
湖畔、高木、狭山、上北台１・２
丁目 

26,794人 
7,628人 
(28.5%) 

4,114人 
(15.4%) 

1,120人 
(4.2%) 

きよはら 清水、仲原、向原、清原、新堀 24,031人 
7,250人 
(30.2%) 

4,055人 
(16.9%) 

1,155人 
(4.8%) 

なんがい 
上北台３丁目、桜が丘、立野、
中央、南街 

34,441人 
8,184人 
(23.8%) 

4,111人 
(11.9%) 

1,090人 
(3.2%) 

出典：住民基本台帳人口（令和２年４月１日現在） 

 

５ 介護保険施設の定員及び入所希望者数 

当市の介護保険施設の要支援・要介護者１人当たりの定員は、平成３１年時点で 0.14 人となってお

り、東京都全体の平均を上回る水準で、北多摩西部保健医療圏域の中では武蔵村山市、昭島市に次ぐ

水準となっています。 

なお、介護老人福祉施設の入所希望者数は、令和２年４月末時点で１６９人となっています。 

■要支援・要介護者 1人あたりの定員（施設サービス別） 

 

出典：介護保険事業状況報告月報（平成３１年度時点） 
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■施設別定員数 

①介護老人福祉施設 

施設名 定員 開設年月 

やまと苑 86人 昭和４６年 ９月 

向台老人ホーム 60人 昭和６０年 ６月 

さくら苑 80人 平成 ６年 ４月 

特別養護老人ホーム風の樹 100人 平成１７年 ５月 

特別養護老人ホームは～とふる 54人 平成２８年１０月 

合計 380人  

令和２年４月末現在 

 

②介護老人保健施設 

施設名 定員 開設年月 

東大和ケアセンター 100人 平成 ９年１１月 

プラチナ・ヴィラ東大和 135人 平成２９年 ４月 

合計 235人  

令和２年４月末現在 
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６ 介護保険サービスの受給率 

当市の介護保険サービスの受給率（＝サービス受給者数／第１号被保険者数）を見ると、平成３１年時

点で施設サービスが 2.8％、居住系サービスが 1.2％、在宅サービスが 9.0％となっており、居住系サ

ービスと在宅サービスはいずれも東京都全体の平均を下回る一方、施設サービスは上回る水準となっ

ています。 

■施設サービス 介護度別受給率 

 

出典：介護保険事業状況報告月報（平成３１年時点） 
※受給率は、サービスの受給者数を第１号被保険者数で除して算出（以下も同様） 
※施設サービスは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設 、介護医療院 

 

■居住系サービス 介護度別受給率 

 

出典：介護保険事業状況報告月報（平成３１年時点） 
※居住系サービスは、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 

■在宅サービス 介護度別受給率 

 

出典：介護保険事業状況報告月報（平成３１年時点） 
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７ 準備調査からみた高齢者等の状況 

本調査は、令和３年度を初年度とする東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画を策定す

るにあたり、高齢者等のご意見・ご要望等を把握し、計画策定及び今後の施策の推進に役立てるため、

次の４種類のアンケート調査を実施しました。 

 なお、調査結果中の「前回調査」は、第７期介護保険事業計画策定にあたり、平成２８年に実施しました

準備調査の結果になります。 

（１）調査の概要 

■調査の種類と目的 

種類 目的と概要 

①介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査 

【国調査】 

国から示された調査項目を基本とし、地域の抱える課題の特定（地域診断）に

資することなどを目的として実施しました。 

からだを動かすこと、食べること、毎日の生活、地域での活動、たすけあい、健

康などに関する項目を調査しました。 

②介護保険事業計画

準備調査【市調査】 

地域の高齢者がどのような生活をして、どのようなサービスを必要としてい

るか等、地域のニーズや課題等を把握し、高齢者福祉施策や介護保険事業に

反映することを目的として実施しました。 

③在宅介護実態調査

【国調査】 

国から示された調査項目を基本とし、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と

「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方を検討す

ることを目的として実施しました。 

④事業者に対する調査

【市調査】 

市内で事業を実施している事業所における、従業員の確保や育成、事業運営

上の課題等に対する取り組み状況から、市内の事業所の実態を把握すること

を目的に実施しました。 

 

■調査対象及び回収状況 

種類 調査対象 配布数 回収数 回収率 

①介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査 

【国調査】 

要支援認定を受けている６５歳以上

の市民（施設入所者を除く）の中から

無作為抽出（Ａ） 

800人 

1,392人 69.6％ 
要介護（要支援）認定を受けていない

６５歳以上の市民の中から無作為抽

出（Ｂ） 

1,200人 

②介護保険事業計画

準備調査【市調査】 

要介護（要支援）認定を受けていない

６５歳以上の市民の中から無作為抽

出（Ｂで抽出した者を除く） 

1,200人 773人 64.4％ 

③在宅介護実態調査 

【国調査】 

在宅で生活している要支援・要介護

者のうち「要支援・要介護認定の更新

申請・区分変更申請」をしている者

（Ａで抽出した者を除く） 

850人 509人 59.9％ 

④事業者に対する調査

【市調査】 市内の介護保険サービス事業所 105か所 80か所 76.2％ 

 

■調査期間及び調査方法 

○ 調査期間：令和元年１２月１１日(水)～１２月２５日(水) 

○ 調査方法：郵送配布・郵送回収 
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（２）主な調査結果 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

■ 何かあったときに相談する相手 

⚫ 家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手について、「そのような人はいない」と

いう割合が回答者全体では 30.7％となっており、「高齢者ほっと支援センター（地域包括支援セ

ンター）・市役所」との回答は 30.0％と、前回調査の同回答（22.9％）と比べて増加しています。 

 

■ 生きがいの有無、趣味との関係 

⚫ 生きがいがあるという方は回答者全体で 72.9％となっており、趣味を持っている人ほど生きが

いありの割合が高い傾向が見られます。 

 

【趣味の有無別】 

（単位：％） 

   生きがいあり 思いつかない 無回答 

  全体 1,392人 72.9 25.3 1.8 

趣味 趣味あり 953人 84.9 14.7 0.4 

思いつかない 356人 44.4 55.6 0.0 
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医師・歯科医師・看護師

ケアマネジャー

社会福祉協議会・民生委員

自治会・老人クラブ

その他

そのような人はいない

無回答

【今回調査】 1,392人

【前回調査】 1,121人

（平成２８年実施）

72.9 25.3 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

1,392人

生きがいあり 思いつかない 無回答
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（２）主な調査結果 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

■ 何かあったときに相談する相手 

⚫ 家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手について、「そのような人はいない」と

いう割合が回答者全体では 30.7％となっており、「高齢者ほっと支援センター（地域包括支援セ

ンター）・市役所」との回答は 30.0％と、前回調査の同回答（22.9％）と比べて増加しています。 

 

■ 生きがいの有無、趣味との関係 

⚫ 生きがいがあるという方は回答者全体で 72.9％となっており、趣味を持っている人ほど生きが

いありの割合が高い傾向が見られます。 

 

【趣味の有無別】 

（単位：％） 

   生きがいあり 思いつかない 無回答 

  全体 1,392人 72.9 25.3 1.8 

趣味 趣味あり 953人 84.9 14.7 0.4 

思いつかない 356人 44.4 55.6 0.0 

30.0

28.0

15.0

7.5

4.0

6.5

30.7

10.5

22.9

27.7

11.5

6.1

3.9

3.9

33.2

13.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター）・市役所

医師・歯科医師・看護師

ケアマネジャー

社会福祉協議会・民生委員

自治会・老人クラブ

その他

そのような人はいない

無回答

【今回調査】 1,392人

【前回調査】 1,121人

（平成２８年実施）

72.9 25.3 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

1,392人

生きがいあり 思いつかない 無回答
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■ 認知症の相談窓口について 

⚫ 認知症の相談窓口については、知っているという割合が、回答者全体では 27.2％、家族（本人含

む）に認知症の症状がある人がいる場合では 56.9％となっており、認知症の方がいる家庭の約

４割は相談窓口を知らないという結果となっています。 

 

【家族（本人含む）に認知症の症状がある人の有無別】 

（単位：％） 

  はい（知っている） いいえ 無回答 

  全体 1,392人 27.2 64.7 8.1 

家族に認知症の症状
がある人の有無 

いる  153人 56.9 41.8 1.3 

いない 1,126人 25.0 73.2 1.8 

 

■ 孤独、孤立の状況 

⚫ “一日中、誰とも顔を合わせない（会わない）、誰とも話をしないという日が、どのくらいあります

か”という問に対して、「週に４～５日程度ある」、「ほとんど毎日、誰とも顔を合わせない」という

方は、ひとり暮らしでは 12.4％、夫婦２人暮らしでは 9.2％、息子・娘との２世帯では 4.0％とな

っています。 

 
 
【家族構成別】 

（単位：％） 

  ほとんどな

い（毎日、誰

かと会った

り、会話をし

ている） 

週に１日程

度ある 

週に２～３日

程度ある 

週に４～５日

程度ある 

ほとんど毎

日、誰とも顔

を合わせな

い 

無回答 

  全体 1,392人 58.1 11.3 15.2 5.0 4.0 6.4 

家族 

構成 

ひとり暮らし  

355人 
33.2 19.7 29.3 5.6 6.8 5.4 

夫婦２人暮らし 

594人 
64.3 10.6 9.3 5.2 4.0 6.6 

息子・娘との２世

帯 224人 
71.9 5.8 11.6 2.7 1.3 6.7 

 

58.1 11.3 15.2 5.0

4.0

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

1,392人

ほとんどない（毎日、誰かと会ったり、会話をしている）
週に１日程度ある
週に２～３日程度ある
週に４～５日程度ある
ほとんど毎日、誰とも顔を合わせない
無回答
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②介護保険事業計画準備調査 

■ 介護が必要になった場合の生活場所の希望 

⚫ 今後、介護が必要になった場合の生活場所の希望は、前回調査と比べて、自宅以外の施設等の希

望が「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」だけでなく、「介護保険を利用しながら住み続けら

れる高齢者向け賃貸住宅」、「介護老人保健施設（老人保健施設）」、「有料老人ホーム」などに希望が

分散、多様化している傾向が見られます。 

 

■ どのような医療・ケアを受けたいかを家族等と共有している 

⚫ 「アドバンス・ケア・プランニング」（ACP）
※ 

 に関する問では、どのような医療・ケアを受けたいかを

家族等と共有している割合は 39.6％という状況です。 

 

※「アドバンス・ケア・プランニング」（ACP）とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、
前もって考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のことです。 

47.8

8.3

8.0

6.9

3.9

1.2

1.0

1.2

12.8

8.9

46.0

6.3

16.0

5.6

1.6

1.5

0.9

12.2

10.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

自宅

介護保険を利用しながら住み続けられる高齢者向け賃貸住宅

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（老人保健施設）

有料老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

※子どもや親族の家

その他

わからない

無回答

【今回調査】 773人

【前回調査】 683人

※は【前回調査】には選択肢なし

39.6 27.7 1.2 26.6 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

773人

共有している

共有していない（今後共有したい）

共有していない（今後も共有したいとは思っていない）

共有していない（今後についてはわからない）

無回答
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分散、多様化している傾向が見られます。 

 

■ どのような医療・ケアを受けたいかを家族等と共有している 

⚫ 「アドバンス・ケア・プランニング」（ACP）
※ 

 に関する問では、どのような医療・ケアを受けたいかを

家族等と共有している割合は 39.6％という状況です。 

 

※「アドバンス・ケア・プランニング」（ACP）とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、
前もって考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のことです。 

47.8

8.3

8.0

6.9

3.9

1.2

1.0

1.2

12.8

8.9

46.0

6.3

16.0

5.6

1.6

1.5

0.9

12.2

10.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

自宅

介護保険を利用しながら住み続けられる高齢者向け賃貸住宅

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（老人保健施設）

有料老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

※子どもや親族の家

その他

わからない

無回答

【今回調査】 773人

【前回調査】 683人

※は【前回調査】には選択肢なし

39.6 27.7 1.2 26.6 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

773人

共有している

共有していない（今後共有したい）

共有していない（今後も共有したいとは思っていない）

共有していない（今後についてはわからない）

無回答
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③在宅介護実態調査 

■ 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

⚫ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについては、単身世帯の場合は「掃除・洗濯」

を希望する割合が 23.4％と最も高く、その他「配食」や「見守り、声かけ」、「買い物（宅配は含まな

い）」は、いずれも２割程度の方が必要な支援・サービスと回答しています。 

 

■ 介護保険サービスを利用した満足度 

⚫ 介護保険サービスを利用した総合的な満足度は 85.3％の方が「満足」、「おおむね満足」と回答し

ています。 

 

 

15.3

23.4

17.5

19.7

18.2

19.0

8.0

13.1

15.3

1.5

17.5

23.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

掃除・洗濯

外出同行（通院、買い物など）

配食

買い物（宅配は含まない）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

調理

ごみ出し

その他

特になし

無回答

単身世帯 137人

90.7

87.5

81.2

78.1

84.8

89.7

69.8

85.3

6.3

9.5

14.7

14.4

9.9

7.9

22.3

11.3

3.0

3.0

4.1

7.5

5.3

2.4

7.9

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ケアマネジャーの対応や相談〈302人〉

②サービスの説明〈296人〉

③利用できるサービスの種類〈293人〉

④利用できるサービスの量〈292人〉

⑤介護の仕方〈282人〉

⑥介護サービス職員の対応、態度〈292人〉

⑦費用の負担〈291人〉

⑧総合的な満足度〈293人〉

満足・おおむね満足 どちらともいえない やや不満・不満
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④事業者に対する調査 

■ 人材確保の状況 

⚫ 「介護職員」の人材確保の状況は、「やや不足している」、「不足している」という割合が合わせて６

割以上（64.5％）となっています。 

 

■ 不足しているサービス 

⚫ 介護予防支援・居宅介護支援事業所からみた、不足しているサービスとして、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護」を約７割（71.4％）の事業所があげています。 

 

14.5

18.3

21.0

13.3

43.5

43.3

21.0

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

62か所

【前回調査】

60か所

確保できている おおむね確保できている やや不足している 不足している

71.4

50.0

35.7

28.6

28.6

21.4

14.3

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護

訪問介護

認知症対応型共同生活介護

訪問入浴介護

介護老人福祉施設

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護老人保健施設

通所介護

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護

特になし

無回答

【今回調査】

14か所
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④事業者に対する調査 

■ 人材確保の状況 

⚫ 「介護職員」の人材確保の状況は、「やや不足している」、「不足している」という割合が合わせて６

割以上（64.5％）となっています。 

 

■ 不足しているサービス 

⚫ 介護予防支援・居宅介護支援事業所からみた、不足しているサービスとして、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護」を約７割（71.4％）の事業所があげています。 

 

14.5

18.3

21.0

13.3

43.5

43.3

21.0

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

62か所

【前回調査】

60か所

確保できている おおむね確保できている やや不足している 不足している

71.4

50.0

35.7

28.6

28.6

21.4

14.3

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護

訪問介護

認知症対応型共同生活介護

訪問入浴介護

介護老人福祉施設

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護老人保健施設

通所介護

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護

特になし

無回答

【今回調査】

14か所
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第３章 第７期計画における取組状況 
 

 当市では、平成３０年３月に「東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」を策定し、

『地域共生社会につなげる地域包括ケアシステムの推進』を基本目標に設定し、施策並びに事

業を推進してきました。 

 ここでは、「東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」における４つの重点プラン

について、主な取組の実施状況に関する点検を行い、今後３年間（令和３年度～令和５年度）に

取り組むべき課題について整理します。 

 

 【第７期計画における基本目標の実現に向けた重点プラン】 

 

（１） 在宅医療・介護連携の推進 

（２） 認知症施策の推進 

（３） 介護予防の推進 

（４） 高齢者ほっと支援センターの機能強化 
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１ 在宅医療・介護連携の推進 

事業等 取組状況 

①地域の医療・介護の

資源の把握 

⚫ 在宅療養や在宅看取りを行ううえで必要な、市内訪問看護事業所等の

情報を掲載した情報シートを作成し、市内医療機関及び介護保険サー

ビス事業所等に配布しました。 

②在宅医療・介護連携

の課題の抽出と対応

策の検討 

⚫ 東大和市地域包括ケア推進会議専門部会の一つである、在宅医療介護

連携推進部会を開催し、研修会の企画やアドバンス・ケア・プランニング

（ACP
※ 

 ）の普及啓発方法等の検討を行いました。 

（各年度３回開催） 

③切れ目のない在宅

医療と在宅介護の提

供体制の構築推進 

⚫ ＩＣＴネットワークの活用事例報告会を開催し、医療・介護関係者がＩＣＴ

を活用して切れ目なく連携できるよう、支援しました。 

（各年度１回程度開催） 

④医療・介護関係者の

情報共有の支援 

⚫ ＩＣＴネットワークの構築を推進するため、東大和市医師会に対して補

助を行い、市内医療機関及び介護保険サービス事業所等への普及を支

援しました。 

（平成３１年度末時点でＩＣＴシステム参加事業所数：９７事業所） 

⑤在宅医療・介護連携

に関する相談支援 

⚫ 市内２か所に設置した在宅医療・介護連携支援センターにおいて、入退

院時の連携等に関する専門職からの相談対応や情報提供を行いまし

た。 

（平成３１年度の相談実績：２,３４４件） 

⑥医療・介護関係者の

研修 

⚫ 医療・介護関係者等の専門職が参加する多職種連携研修会を開催し、

専門職の知識・技術の向上や、職種間の交流を図りました。 

（各年度１～２回開催） 

⑦地域住民への普及

啓発 

⚫ ACＰの普及啓発及び介護保険サービスの理解促進を目的とした市民

向け講演会を開催しました。また、ACＰの普及を目的とした出前講座

も開催しました。 

（平成３１年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期） 

⑧在宅医療・介護連携

に関する関係市区町

村の連携 

⚫ 東京都や多摩立川保健所が主催する在宅療養担当者連絡会に出席し、

各市の事業進捗状況や今後の課題等について情報共有しました。 

（各年度２回） 

※ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前も

って考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のことです。 
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※ 
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２ 認知症施策の推進 

事業等 取組状況 
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知・活用 
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（発行部数：１５，０００部） 
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センターに設置しました。チームの設置に伴い、高齢者ほっと支援セン
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③認知症地域支援推

進員の活用 

⚫ 市と認知症地域支援推進員の連絡会を開催し、研修の企画や、地域に

おける連携等についての検討を行いました。 

（毎月２回開催） 

⚫ 認知症地域支援推進員は、認知症疾患医療センターやかかりつけ医、

介護事業所等関係機関と連携し、認知症の人やその家族の直接的な支

援を行いました。 

④認知症講演会の開

催 

⚫ 認知症講演会として、認知症サポーターや一般市民を対象に、「認知症

の方に対する声かけ訓練」を開催しました。 

（各年度１回開催） 

⑤認知症サポーター養

成講座の実施 

⚫ 認知症サポーター養成講座を実施し、認知症サポーターを養成しまし

た。平成３１年度は、当市では初めてとなる小学生向け講座を２つの小

学校で実施しました。 

⑥認知症サポーターを

対象としたフォロー

アップの実施 

⚫ 平成３０年度に、認知症サポーターに対する調査を行い、活動を継続す

るうえでの課題について、把握を行いました。調査結果を踏まえ、平成

３０年度から「認知症の方に対する声かけ訓練」を開催しました。 

⑦若年性認知症への

対応 

⚫ 若年性認知症の相談窓口として、東京都多摩若年性認知症総合支援セ

ンター及び６５歳未満の方が利用できる制度について、市が作成した

認知症ガイドブックに掲載しました。 

⚫ 若年性認知症の方の状況に応じて、認知症地域支援推進員、高齢者ほ

っと支援センターと東京都多摩若年性認知症総合支援センターが連携

し、支援を実施しました。 

⑧地域生活の支援 ⚫ 認知症の方の行動心理症状を「見える化」するオンラインシステムを活

用し、ケア方針の立案をサポートする認知症ケアプログラム推進事業を

開始しました。また、都からの協力を得て、認知症ケアプログラムの推

進役であるアドミニストレーター等を養成しました。 
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３ 介護予防の推進 

事業等 取組状況 

①介護予防普及啓発事

業 

⚫ 筋力やバランス能力、柔軟性の向上を図るため、負荷量を調整できる

機器を取り入れた「楽しみマッスル教室」や、転倒予防のためのトレー

ニングや認知機能の低下防止のためのレクリエーションを取り入れた

「いきいき運動プラス」といった介護予防教室を実施しました。 

⚫ 毎月第１月曜日の昼に、市役所中庭で「東大和元気ゆうゆう体操 ｉｎ 

市役所中庭」を開催し、体操の普及を図りました。 

（各年度延４５０人以上が参加） 

②東大和元気ゆうゆう

ポイント事業 

⚫ 元気ゆうゆうポイント事業（市民が介護予防活動に１回参加するごと

に１ポイントを付与し、所定のポイントごとに景品と交換）を社会福祉

協議会に委託して、実施しました。 

③地域介護予防活動支

援事業 

⚫ 介護予防リーダー養成講座を開催し、地域で介護予防活動を主体的

に実践することができる人材を２年に１度育成しました。 

（平成３１年度：１４人養成） 

⚫ 体操普及推進員養成講座を開催し、市内で積極的に東大和元気ゆう

ゆう体操の普及活動を行うことができる人材を、毎年度育成しまし

た。 

（各年度６～１５人養成） 

④介護予防把握事業 ⚫ ７５歳以上の高齢者を対象に、基本チェックリスト調査を実施し、要介

護リスクの高い方に対して介護予防教室の案内を行いました。 

（７５歳以上高齢者に対し、２年に１度実施） 

⚫ 基本チェックリスト未返送者についての情報は、高齢者ほっと支援セ

ンター及び高齢者見守りぼっくすに提供し、実態把握を行い、必要に

応じて介入しました。 

⑤介護予防リーダー・体

操普及推進員へのフ

ォローアップ 

⚫ 介護予防リーダー及び体操普及推進員を対象とした研修会を開催

し、東大和元気ゆうゆう体操の動作確認や体力測定方法についての

講習等を行いました。 

（各年度３～５回開催） 

⑥通いの場の創出 ⚫ 社会福祉協議会が実施している「ふれあいなごやかサロン活動」につ

いて補助を実施しました。 

⚫ 生活支援体制整備事業広報紙「てとてとて」を創刊し、新たに「活動を

始めたい団体」と「通いの場として活用できる施設」の情報交換を行

いました。 

（平成３１年度に創刊。各年度３回発行） 
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《東大和元気ゆうゆう体操》 

高齢者の介護予防と健康維持を目的に、東京都健康長寿医療センター（板橋区）に協力をいただきな

がら、市と市民が協働して平成２３年度に制作した体操です。 

筋力の向上、バランス能力の向上、口腔機能の向上などに効果のある、１９種類の動作で構成されて

います。下半身の弱い方のために「座位」による体操も用意されています。 

また、体操普及推進員による普及のほか、介護予防リーダーのサロン活動や高齢者施設の入所者の

健康維持のためにも取り入れられています。 

令和３年１月１日現在、市内の１８か所で体操普及推進員・介護予防リーダーを中心とした体操自主グ

ループが活動を行っています。

第７期介護保険事業計画期間における要支援・要介護認定率は、実績値が推計値を下回っており、東

大和元気ゆうゆう体操の普及や、介護予防リーダー等を中心とした介護予防活動が一定の効果を示し

ているものと考えています。 

《介護予防リーダー》 

市民主体の介護予防活動の普及を図るために、市が平成２２年度から養成を始めた、ボランティアス

タッフのことです。

令和３年１月１日現在で１２０人の方が介護予防リーダー養成講座を卒業し、市内各地で介護予防や認

知症予防に資する活動を行っています。 

《体操普及推進員》 

東大和元気ゆうゆう体操の普及を図るために、市が養成したボランティアスタッフのことです。 

平成２４年度から毎年養成をしており、令和３年１月１日現在、１４８人の方が体操普及推進員養成講

座を卒業し、市内で体操の指導や普及活動を行っています。 

平成３１年度東大和元気ゆうゆう体操フェスタ（向原中央公園） 



26 

《楽しみマッスル教室》 

健康運動指導士等による自重トレーニングやマシントレーニング等、筋力向上を目的とした教室です。

また、認知症予防のためのレクリエーションを行います。介護予防に必要な知識や技術を提供すること

で、運動習慣の定着を促し、健康寿命の延伸を図ります。 

（ロンドみんなの体育館）

４ 高齢者ほっと支援センターの機能強化 

事業等 取組状況 

①認知症地域支援推進員

の活用【再掲】

⚫ 市と認知症地域支援推進員の連絡会を開催し、研修の企画や、地域

における連携等についての検討を行いました。

（毎月２回開催）

⚫ 認知症地域支援推進員は、認知症疾患医療センターやかかりつけ

医、介護事業所等関係機関と連携し、認知症の人やその家族の直接

的な支援を行いました。

②生活支援コーディネー

ター（第２層）の活用

⚫ 高齢者ほっと支援センターに配置した第２層生活支援コーディネー

ターが、市内のサロン活動等に定期的に訪問し、活動状況について

の情報収集や、情報提供等を行いました。
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第４章 第８期計画の基本理念と基本目標 

１ 基本理念 

当市では、平成３０年度に「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針」を策定し、生

涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまちを目指し、令和２年９月２６日に

「東大和市健幸都市宣言」を行いました。 

併せて、健幸都市の実現という目標を達成するための取組を確実に進めていくための、「健幸都市の

実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針アクションプラン」を策定し、「６５歳健康寿命」を３年以上

伸ばし、多摩２６市における「６５歳健康寿命」第１位を目指すことを目標に掲げています。 

目指すべき都市の将来像と併せて、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）と、現役世代

の人口が急減する令和２２年（２０４０年）を念頭に置くと、年齢に関わらず地域活動やボランティア活動

などの社会活動に参加するような、「シニアが活躍するまち」に向けた取組や、ひとり暮らし等になって

も、地域の中で孤立しないような施策が一層求められています。 

そこで、本計画の基本理念は、第７期計画の『支え合う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 健康で

生きがいを持って 暮らせるまち 東大和』を継承することとし、今後とも、高齢者が住み慣れた地域で

の支え合いのもとで、尊厳を保ち、健康でいきいきと安心して、自分らしく生活できる東大和市を目指

します。 

【本計画の基本理念】 

支え合う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 

健康で生きがいを持って 暮らせるまち 東大和 

～目指せ、健幸長寿！～ 

令和２２[２０４０]年までに「６５歳健康寿命」を３年以上伸ばす 
男性 86.24 歳   女性 89.41 歳 

～健幸都市の実現 多摩２６市での健康寿命１位～ 
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２ 基本目標 

本計画は、基本理念の実現に向けた基本目標について、『地域共生社会の実現に向けた地域包括ケア

システムの推進』とします。

地域共生社会の理念とは、制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超え

て、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくこ

とのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方です。 

当市は引き続き、令和７年（２０２５年）と令和２２年（２０４０年）の双方を念頭に、地域共生社会の実

現に向けて、「医療」、「介護」、「予防」、「生活支援」、「住まい」が一体的に提供される『地域包括ケアシス

テム』を推進します。

【本計画の基本目標】 

地域共生社会の実現に向けた 

地域包括ケアシステムの推進 
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３ 東大和市の将来フレーム（～令和２２年（２０４０年）） 

（１）総人口・高齢者人口等の見込み 

当市の総人口は、本計画期間（令和３年度～令和５年度）までは 84,000 人台で推移し、令和２２年

には 80,000人近くに減少する見込みとなっています。 

また、40～６４歳人口（介護保険の第２号被保険者数）は、本計画期間中の増加が見込まれる一方、

以降は減少に転じる見込みとなっています。 

さらに、６５歳以上人口は、令和２２年度まで一貫して増加が見込まれており、当市で最も人口規模の

大きい世代である、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年度には、高齢化率が３５％

近くに、７５歳以上の後期高齢化率が１８％超に上昇する見込みです。 

■総人口・高齢者人口等の見込み （単位：人） 

 
実績 推計 

平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  令和７年度  令和２２年度 

総人口 85,534 85,277 85,305 84,986 84,841 84,389  83,604  80,301 

40～64歳 29,451 29,686 29,886 29,979 30,124 30,309  30,227  23,492 

65歳以上 22,806 22,992 23,191 23,298 23,516 23,428  23,641  28,022 

  
65～74歳 11,144 10,828 10,810 10,821 10,393 9,871  9,172  13,057 

75歳以上 11,662 12,164 12,381 12,477 13,123 13,557  14,469  14,965 

■高齢化率、後期高齢化率の見込み 

 

出典：平成３０年度～令和２年度は住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 

令和３年度～令和７年度は平成２８年～令和２年の住民基本台帳人口を使用した、コーホート変化率法（過去の実

績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法）での推計値。令和２２年度は市の企

画課推計値の補正値 
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（2）要支援・要介護認定者数の見込み 

当市の介護保険の要支援・要介護認定者数は、令和２２年度まで一貫して増加が見込まれており、本

計画期間中に 5,000人超に、令和２２年度には 6,000人超まで増加する見込みです。 

また、認定率は本計画期間中に２０％を超え、上昇傾向で推移する見込みです。 

■要支援・要介護認定者数の見込み （単位：人） 

  

実績 推計 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 
  

令和 

７年度 
  

令和 

22年度 

要支援 1 809 845 841 858 893 907   937   1,038 

要支援 2 647 664 703 738 793 819   846   995 

小計 1,456 1,509 1,544 1,596 1,686 1,726   1,783   2,033 

要介護 1 871 925 909 940 1,015 1,042   1,085   1,303 

要介護 2 612 629 649 653 699 720   747   902 

小計 1,483 1,554 1,558 1,593 1,714 1,762   1,832   2,205 

要介護 3 477 494 542 553 601 622   646   800 

要介護 4 435 444 475 483 526 542   562   690 

要介護 5 336 354 348 356 380 388   400   490 

小計 1,248 1,292 1,365 1,392 1,507 1,552   1,608   1,980 

合計 4,187 4,355 4,467 4,581 4,907 5,040   5,223   6,218 

■要支援・要介護認定率（要支援・要介護認定者数／６５歳以上人口）の見込み 

 

出典：平成３０年度～令和２年度は介護保険事業状況報告月報（各年９月末） 

令和３年度以降は、地域包括ケア「見える化」システム（厚生労働省）による推計値 
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（3）ひとり暮らし高齢者世帯数の見込み 

東京都の推計によると、当市のひとり暮らし高齢者世帯数（世帯主が６５歳以上の単独世帯数）は

平成２７年の 4,343世帯から、令和７年には 5,000世帯超に、令和２２年には 6,000世帯近くまで

増加する見込みです。 

■ひとり暮らし高齢者世帯数の見込み （単位：世帯） 

 平成 27年 令和２年 令和７年   令和 22年 

世帯主が６５歳以上の単独世帯数 4,343  4,833  5,099   5,801 

出典：東京都「東京都世帯数の予測  平成３１年３月」 

 

 

（4）認知症高齢者数の見込み 

国の将来推計による認知症患者推定有病率は、令和７年に 20.6％、令和２２年に 25.4％に上昇す

る見通しであり、この推計値を当てはめると、当市の認知症高齢者数は令和７年には5,000人近くに、

令和２２年には 7,000人超に増加する見込みです。 

■認知症高齢者数の見込み （単位：人） 

 平成 27年 令和２年 令和７年   令和 22年 

Ａ 65歳以上人口 21,707 23,191 23,６４１   28,０22 

Ｂ 認知症患者推定有病率 16.0% 18.0% 20.6%   25.4% 

Ｃ 認知症高齢者数（Ａ×Ｂ） 3,473 4,174 4,8７０   7,117 

出典：認知症患者推定有病率は厚生労働省「認知症の人の将来推計について」、６５歳以上人口は住民
基本台帳人口（各年１０月１日現在、令和７年及び令和２２年は推計値） 
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４ 基本目標の実現に向けた重点プラン 

（１）地域包括ケアシステムの推進・深化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②認知症「予防」と「共生」の推進 

国の「認知症施策推進大綱（令和元年６月１８日）」に基づき、認知症の発症を遅らせ、認知症にな

っても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、

「予防」と「共生」を車の両輪として施策を推進します。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 認知症サポーター養成講座の幅広い年齢層への実施及び認知症サポーターの活用 

⚫ 認知症の早期診断・早期対応に資する事業の実施及び認知症初期集中支援チームの活用 

 

 

③身近な地域における生活支援体制整備の推進 

今後も、市内に配置した生活支援コーディネーターと、市内に設置した協議体を活用して、生活支

援サービスの提供主体等の関係者のネットワーク化を図り、生活支援の担い手の養成とサービスの

開発を行います。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 第２層協議体を活用した地域課題の抽出 

⚫ 高齢者のための通いの場の開拓支援 

⚫ 買い物・移動などの日常生活の支援 

 

 

①在宅医療と介護の連携の推進 

市民の約４割が人生の最期を自宅で迎えたいという現状を踏まえ、在宅看取り・在宅療養につい

ての情報を積極的に発信するとともに、多職種間の切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制

の構築を推進します。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 医療・介護資源の情報収集、市民に対する周知 

⚫ 事業所間の情報共有体制の構築 

⚫ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の啓発 
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（２）包括的な相談・支援体制の充実

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業と連携した、包括的な相談・支援体制の整備 

抱える課題が多様化、複雑化していることを重視し、相談や支援について多様な主体が関わる重

層的支援体制の整備を目指します。 

■重点的に取り組む項目

⚫ 福祉の多機関協働の支援を実施できる体制の構築

⚫ 高齢者ほっと支援センターと「東大和市総合福祉センターは～とふる」、「東大和市地域生活支

援センターウエルカム」、「東大和市くらし・しごと応援センターそえる」、「東大和市子ども家庭支

援センター」の連携

●重層的支援体制の全体イメージ

高齢者ほっと支援センターの機能強化 

高齢者ほっと支援センターについては、各センターの所管する区域の高齢者は第７期の計画期間

中に７千人台となり、一部は８千人台となりました。また、障害、虐待、生活困難等の複合的な課題に

関する事案が増大し、あわせて、要支援のケアプランニング業務の増加等により、３センター体制の

維持が困難になってまいりました。 

高齢者ほっと支援センターの体制強化を要するため、第８期事業計画期間中に、高齢者ほっと支

援センターを１か所増設し、４センター体制を目指します。 

■重点的に取り組む項目

⚫ 高齢者ほっと支援センター１か所増設に向けた諸準備及び増設に伴う日常生活圏域の見直し
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（３）健康づくり・介護予防の推進

①高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者医療制度の保健

事業と介護保険の介護予防に関する事業を一体的に実施します。 

■高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施イメージ

出典：高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について[概要版]
（令和２年４月厚生労働省保険局高齢者医療課）の図を基に作成 
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（４）介護保険サービスの充実・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②産官学民との連携による新たな健康への取組 

健康寿命の延伸を目的とした産官学民連携、リビングラボの手法を取り入れ、持続的なライフスタ

イルや行動の変容につながる健康への取組を推進します。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 新たな健康への取組 
 

③高齢者の多様な社会活動の促進 

市民の健康寿命の延伸に向けて、高齢者の生きがいづくりや自己実現のための多様な社会活動

を促進するとともに、地域共生社会の実現に向けて、高齢者が「地域包括ケアを支える担い手」とし

て社会参加していく仕組みの充実を図ります。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 地域の社会資源の掘り起こし 

⚫ サロン活動等の立ち上げ支援 

⚫ 高齢者の就労を含む社会参加・生きがいづくりの促進 

①介護人材の確保に向けた取組 

地域包括ケアシステムを担う介護人材の確保について、新規人材の確保、離職の防止（定着支援）

の双方の観点から、総合的な対策を進めます。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 介護に関する入門的研修の実施等の人材確保 

⚫ 求職者と事業者とのマッチングなどの就労支援 

⚫ 職場定着に資する情報提供 

 

②介護現場の業務効率化の支援 

２０２５年以降の現役世代の減少を見据えつつ、地域の介護、地域包括ケアシステムを支える基盤
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（５）住まい・日常生活支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域防災計画に基づく災害対策の推進 

ひとり暮らしや要介護の高齢者等、災害時要配慮者・避難行動要支援者への対策として、防災知

識の普及啓発とともに、地域の協力・連携による救出・救護体制の充実等に努めます。 

■重点的に取り組む項目 

⚫ 関係機関や関係団体等との災害時要配慮者・避難行動要支援者に関する情報の共有 

⚫ 総合防災訓練等における関係機関との連携強化と実効性のある訓練の実施 

 

②感染症対策の推進 

介護保険施設や介護保険サービス事業所、介護予防事業等においては、インフルエンザや新型コ

ロナウイルス感染症等の感染防止対策（咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等）の徹底とともに、

国や都と連携した感染症発生に備えた対応の充実を図ります。 

■重点的に取り組む項目 
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⚫ 国及び東京都と連携した衛生用品の配布等の支援 
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５ 第８期の課題 

本計画を総合的に展開するにあたり、平成３１年度に実施した準備調査の結果や、地域包括ケア推進

会議及び専門部会の委員からの意見等を踏まえ、本計画期間中に検討すべき課題の抽出を行いました。 

 

（１）地域包括ケアシステムの推進・深化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）包括的な相談・支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 高齢者本人の意向を生かすアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の用語や理念は、一般市民

に十分理解されていない。 

⚫ 在宅での看取りや在宅で暮らす認知症への対応を強化する等の観点から、切れ目のない医療・

介護の提供体制を構築する必要がある。 

⚫ 認知症の人が、尊厳と希望を持って生きることができるように、認知症を発症した人とそうで

ない人とが同じ社会で共に生きる「共生」の考えを普及・定着させる必要がある。 

⚫ 介護保険事業計画準備調査で、生活上の不安で「認知症になった場合のこと」との回答率が増

加し、認知症に対する関心度の高まりがうかがえることを踏まえ、認知症の「予防」への取組を

推進する必要がある。 

⚫ 認知症の早期発見・早期対応に向けて、関係機関の連携による取組をさらに推進する必要があ

る。 

⚫ 増加するひとり暮らし高齢者の増加や交通空白地域に居住する高齢者に対する生活上の支援

を構築する必要がある。 

⚫ 複合的・複雑化した課題を抱える高齢者の支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築し、

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりを進める必要がある。 

⚫ 地域包括ケアシステムの構築に向け高齢者ほっと支援センターの重要度が高まり、担当業務が

増加するとともに、ひとり暮らしや低所得者などの高齢者が偏在し、支援ニーズの程度や量に

おいて、各高齢者ほっと支援センターの業務負担上の不均衡が生じている。 

⚫ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で、認知症の方がいる家庭の約４割が相談窓口を知らない

という結果を踏まえ、認知症の総合相談窓口についてさらに周知を進める必要がある。 

⚫ 在宅介護実態調査の主な介護者への調査で、約７割の方が「問題なく介護を続けていける」、

「問題はあるが何とか続けられる」と回答したものの、前回調査時に比べ１０ポイント近く低下し

ており、困難を抱える介護者が徐々に増加していることがうかがえることを踏まえ、介護者支

援を推進する必要がある。 
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（3）健康づくり・介護予防の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）介護保険サービスの充実・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 改正健康保険法等による、保健事業と介護予防の一体的実施に向けた体制を整備する必要が

ある。 

⚫ 一般介護予防事業としての高齢者の通いの場への参加率を向上させる必要がある。（国の目

指す２０４０年の姿として、通いの場への参加率１５％） 

⚫ 介護保険事業計画準備調査による調査結果では、「介護支援いきいき活動事業」の認知度は約

１割と低い状況であることを踏まえ、高齢者の社会参加をさらに促進させる必要がある。 

⚫ 介護予防リーダー、体操普及推進員の養成を進めるとともに、養成後の活動へのフォローアッ

プを充実させていく必要がある。 

⚫ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、孤食と低栄養の相関が見られたことから、今後

のひとり暮らし高齢者のさらなる増加を見据えた、孤食・低栄養の対策を進める必要がある。 

 

⚫ 令和７年（20２５年）と令和２２年（204０年）の双方を念頭に、地域の高齢者を持続的に支え

るため、在宅サービス・居住系サービスなどの介護保険サービスに加え、地域支援事業や一般

高齢者施策などを適切に組み合わせて整備していく必要がある。 

⚫ 在宅介護実態調査で、介護保険サービスを利用した総合的な満足度は、ひとり暮らしの場合で

低い状況であり、今後のひとり暮らしのさらなる増加を見据えた、サービスの質の確保に向け

た取組を強化する必要がある。 

⚫ 在宅介護実態調査で、在宅生活の継続にあたって、主な介護者の方が不安に感じる事項は、要

介護３～５の場合、「認知症状への対応」、「夜間の排泄」、「外出の付き添い、送迎等」が上位３つ

であることを踏まえ、認知症や随時のニーズに対応の可能な在宅サービスを整備していく必要

がある。 

⚫ 事業者に対する調査で、「介護職員」の人材確保の状況は、不足しているという事業者が６割以

上であることを踏まえ、東京都と連携し、介護人材の確保に向けた取組を進めるとともに、職

場定着率を高めるため、業務効率化や負担軽減を進める必要がある。 
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（5）住まい・日常生活支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 介護保険事業計画準備調査で、介護が必要になった場合の生活場所の希望について、「介護老

人福祉施設（特別養護老人ホーム）」、「介護老人保健施設（老人保健施設）」、「有料老人ホー

ム」、「サービス付き高齢者向け住宅」など、希望が分散している傾向がうかがえることを踏ま

え、ニーズに応じた多様性のある住まいを確保する必要がある。 

⚫ 家族関係の多様化や関係の希薄化により、虐待事案や関与拒否の事案が徐々に増加しており、

高齢者の権利擁護の要請が高まっている。 

⚫ 自助・共助の視点から、災害時における地域との協力体制づくりを進める必要がある。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症等の流行を踏まえ、感染防止対策や感染症が発生した場合の対応に

ついて事業者を支援する必要がある。 



40 

６ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

支え合う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 健康で生きがいを持って 暮らせるまち 東大和 

１．地域包括ケア

システムの推進・

深化 

（１）推進体制の強化 

（２）在宅医療と介護の連携の推進 

（４）地域ケア会議の推進 

（５）生活支援体制整備の推進 

（３）認知症施策の推進 

２．包括的な相談・

支援体制の充実 

（１）高齢者ほっと支援センターの機能強化 

（２）支え合う仕組みづくりの推進 

（３）介護者への支援 

３．健康づくり・

介護予防の推進 

（１）健康づくりの推進 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

（３）介護予防・重度化防止の推進 

４．介護保険サー

ビスの充実・強化 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

（３）サービスの質の確保・向上 

５．住まい・日常

生活支援の充実 

（１）安心できる住まいの確保 

（２）生活支援の充実 

（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

（３）権利擁護の充実 

 

（５）感染症対策の推進 

（４）介護人材の確保等 
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第５章 高齢者福祉・介護保険事業施策の総合的展開 

１  地域包括ケアシステムの推進・深化 

介護保険事業計画は、第６期計画（平成２７年度～２９年度）から「地域包括ケア計画」として位置づけ

られており、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）までの各計画期間を通じて、地域包括

ケアシステムの構築に向けた取組を進めています。 

地域包括ケアシステムは、医療、介護、住まい、生活支援などを包括的に提供し、身近な日常生活圏域

で高齢者が安心して暮らせるようにするものであり、高齢化の進行に伴い、ひとり暮らしの高齢者や認

知症高齢者、要支援・要介護認定者などが増加する見通しの中で、これらの人たちを支える重要な仕組

みです。 

当市は、令和７年（２０２５年）やいわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年（２０４０年）

を見据えて、在宅医療と介護の連携や認知症施策の推進、生活支援体制の整備をはじめ、地域包括ケア

システムに必要な取組について、地域住民や関係機関・団体、事業者等との協働により推進し、「地域共

生社会」の実現につなげていきます。 

 

 

（１）推進体制の強化 

【施策の方向】 

⚫ 「東大和市地域包括ケア推進会議」及び同会議の専門部会を通じて、医療や介護、住まい、介護予

防等の関係者による課題の協議や情報共有を行い、多職種間の連携強化による地域包括ケアシ

ステムのさらなる推進を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１ 

東大和市地域包括ケア

システムの推進 

［高齢介護課］ 

地域包括ケア推進会議及び３つの専門部

会（在宅医療介護連携推進部会、認知症対

策推進部会、生活支援体制整備推進部会）

を開催し、医師会・歯科医師会・薬剤師会・

介護事業所等、地域の関係団体と、現状や

課題、地域で目指す理想像（目標）を共有

し、具体的な対応策を検討します。 

必要な課題の検討、情報

共有を図ります。 

２ 

地域包括ケアシステム

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

当市における地域包括ケアシステムについ

ての理解促進を目的に、講演会等を開催

し、市民への普及啓発を行います。 

市民に対する講演会を開

催し、３か年で延３００人

の参加者を目指します。 
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（２）在宅医療と介護の連携の推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを永く続けることができるよう、在宅医療・介護を

一体的に提供できる体制づくりを推進するため、地域包括ケア推進会議専門部会の一つである

「在宅医療介護連携推進部会」等の会議やＩＣＴツールの活用を通じて、市内の医師、歯科医師、薬

剤師、介護保険サービス事業所の管理者等、多職種間の円滑な連携を図ります。 

⚫ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）や看取りに関する取組、地域における在宅認知症の方への

対応力を強化していく観点から、今後も関係者間の情報共有を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

３ 

医療・介護資源の情報

整理と活用 

［高齢介護課］ 

【市民向け】 

在宅療養をする上で必要となるかかりつけ

医療機関やかかりつけ歯科医師・薬局等の

情報を収集し、市民に周知します。 

【専門職向け】 

在宅療養に取り組む上で必要な情報や機

能を医療・介護等事業所から収集し、専門

職間で共有します。 

在宅看取りを進めていく

上で必要となる、訪問診

療や訪問歯科診療を実施

する医療機関等の情報を

収集・発信します。 

４ 

切れ目のない、在宅医

療・介護提供体制の構

築 

［高齢介護課］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会及び多職種

との連携に加え、地域包括ケア推進会議の

一つである在宅医療介護連携推進部会の

開催を通して、切れ目のない医療介護提供

体制の構築に向けた取組内容を検討しま

す。 

また、在宅認知症に対する支援体制の構築

も検討します。 

地域包括ケア推進会議で

共有する課題等を解決す

るために、在宅医療介護

連携推進部会で必要な取

組案を検討します。 

５ 

在宅療養生活を支える

ための多職種情報共有

体制の構築 

［高齢介護課］ 

在宅で療養する高齢者の情報を多職種間

で円滑に共有できるよう、ＩＣＴネットワーク

の運用方法について検討を行います。 

また、災害時や感染症の拡大等の緊急時、

事業所間の連絡・応援体制の構築等、切れ

目ないサービスの提供体制の構築に向け

た検討を行います。 

これまでに構築したネッ

トワークの有用性を評価

し、必要に応じて運用等

の見直しを行います。 

大規模災害等、有事の際

に ICTを活用した事業所

間連絡・応援態勢の構築

について検討します。 

６ 

地域における多職種連

携研修会の開催 

［高齢介護課］ 

専門職に対して、在宅療養に必要な専門知

識の習得を目的とした研修会を開催しま

す。また、研修会の参加を通して、現場で相

談し合える関係を構築します。 

市内の医師、歯科医師等

が有する専門知識を多職

種間で共有し、実務に活

かせる研修会を開催しま

す。 
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（２）在宅医療と介護の連携の推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを永く続けることができるよう、在宅医療・介護を

一体的に提供できる体制づくりを推進するため、地域包括ケア推進会議専門部会の一つである

「在宅医療介護連携推進部会」等の会議やＩＣＴツールの活用を通じて、市内の医師、歯科医師、薬

剤師、介護保険サービス事業所の管理者等、多職種間の円滑な連携を図ります。 

⚫ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）や看取りに関する取組、地域における在宅認知症の方への

対応力を強化していく観点から、今後も関係者間の情報共有を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

３ 

医療・介護資源の情報

整理と活用 

［高齢介護課］ 

【市民向け】 

在宅療養をする上で必要となるかかりつけ

医療機関やかかりつけ歯科医師・薬局等の

情報を収集し、市民に周知します。 

【専門職向け】 

在宅療養に取り組む上で必要な情報や機

能を医療・介護等事業所から収集し、専門

職間で共有します。 

在宅看取りを進めていく

上で必要となる、訪問診

療や訪問歯科診療を実施

する医療機関等の情報を

収集・発信します。 

４ 

切れ目のない、在宅医

療・介護提供体制の構

築 

［高齢介護課］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会及び多職種

との連携に加え、地域包括ケア推進会議の

一つである在宅医療介護連携推進部会の

開催を通して、切れ目のない医療介護提供

体制の構築に向けた取組内容を検討しま

す。 

また、在宅認知症に対する支援体制の構築

も検討します。 

地域包括ケア推進会議で

共有する課題等を解決す

るために、在宅医療介護

連携推進部会で必要な取

組案を検討します。 

５ 

在宅療養生活を支える

ための多職種情報共有

体制の構築 

［高齢介護課］ 

在宅で療養する高齢者の情報を多職種間

で円滑に共有できるよう、ＩＣＴネットワーク

の運用方法について検討を行います。 

また、災害時や感染症の拡大等の緊急時、

事業所間の連絡・応援体制の構築等、切れ

目ないサービスの提供体制の構築に向け

た検討を行います。 

これまでに構築したネッ

トワークの有用性を評価

し、必要に応じて運用等

の見直しを行います。 

大規模災害等、有事の際

に ICTを活用した事業所

間連絡・応援態勢の構築

について検討します。 

６ 

地域における多職種連

携研修会の開催 

［高齢介護課］ 

専門職に対して、在宅療養に必要な専門知

識の習得を目的とした研修会を開催しま

す。また、研修会の参加を通して、現場で相

談し合える関係を構築します。 

市内の医師、歯科医師等

が有する専門知識を多職

種間で共有し、実務に活

かせる研修会を開催しま

す。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

７ 

在宅療養・終末期・看取

りについての市民に対

する普及啓発 

［高齢介護課］ 

住み慣れた地域で人生の最期を過ごすた

めに、市民一人ひとりが、「本人の選択及び

家族等の心構え」についての重要性を理解

することが重要であることから、アドバン

ス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）についての

講演会の開催や、各種広報媒体を活用し、

市民への普及啓発を行います。 

【在宅介護実態調査】 

「人生の最終段階におけ

るケア方針について親し

い人と話し合ったことが

ある高齢者の割合（％）」 

令和５年度：５０％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

45.3％ 

 

 

（３）認知症施策の推進 

【施策の方向】 

⚫ 認知症検診推進事業の実施による早期診断、早期対応から、認知症初期集中支援チームによる早

期支援、認知症地域支援推進員の活用による認知症本人や家族に対する支援、「通いの場」の拡

充等、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、総合的な認知症施策を推進

します。 

⚫ 小中学生に対する認知症サポーター養成講座の実施、地域住民に対する認知症についての理解

促進及びチームオレンジの設置に向けた検討等、地域づくりや他の分野の関連施策との連携等を

通じて、引き続き認知症との「共生」を重視しつつ、「予防」の取組も一層強化し、車の両輪として

取組を進めます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

８ 

認知症サポーター養成

講座及びステップアッ

プ講座の実施とチーム

オレンジの設置の検討 

［高齢介護課］ 

認知症に関する正しい知識と理解をもっ

て、地域や職域で認知症の人や家族を手助

けする認知症サポーターを養成します。ま

た、より実際の活動をつなげるための講座

（ステップアップ講座）を実施し、チームオレ

ンジ設置に向けた検討を行います。 

【認知症サポーター養成

者数】 

３か年で延６００人の認知

症サポーターを養成しま

す。また、チームオレンジ

についての情報収集及び

設置に向けた検討を行い

ます。 

９ 

高齢者が身近に通える

場の拡充・創設 

［高齢介護課］ 

通いの場等に対して、各高齢者ほっと支援

センターに配置した認知症地域支援推進員

を中心に、認知症予防に根拠のある取組等

についての情報提供等、活動の拡充や創設

に向けた支援を行います。 

通いの場等の主催者や参

加者に対する認知症予防

にエビデンスのある情報

の提供や認知症地域支援

推進員等専門職の派遣等

を行います。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１０ 

専門職向けの研修の実

施 

［高齢介護課］ 

認知症の人の意思が尊重され、それぞれの

状況に応じて適切な介護サービスを利用

することができるよう、介護従事者の認知

症対応力の向上に資する研修等を開催し

ます。 

研修の開催を通して、認

知症の人の意思を尊重し

た適切なケアを行うこと

ができるよう、介護従事

者のケアの質の向上を目

指します。 

１１ 

認知症検診推進事業の

実施や認知症初期集中

支援チームの活用等に

よる認知症の早期発

見・早期対応 

［高齢介護課］ 

認知症検診の実施により、認知症の早期発

見・早期診断につなげます。 

また、認知症の人やその家族に対し、かか

りつけ医や、認知症疾患医療センター、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援

推進員や医療・介護事業所等が連携して支

援を行います。 

さらに、65歳未満で認知症を発症した「若

年性認知症」の方を早期に支援に結び付け

るため、相談窓口の充実を図ります。 

認知症検診推進事業及び

認知症初期集中支援チー

ムの評価を行い、より効

果的な実施方法を検討し

ます。 

1２ 

市民参加型の認知症に

なっても住みやすいま

ちづくり 

［高齢介護課］ 

認知症サポーター養成講座に加え、認知症

の理解促進に関する市民向け講演会の開

催等、認知症についての普及啓発活動を通

じ、地域の見守り体制を構築します。 

また、身元不明者に対する対応について、

速やかに身元が分かるような仕組みを構

築します。 

【認知症についての相談窓

口を知っている人の割合】 

令和 5年度：３３％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

27.2％ 

チームオレンジについて

の情報収集及び設置に向

けた検討を行います。（再

掲） 

既存の地域の見守り体制

等（制度）と認知症サポー

ター等の連携により、認

知症の人への見守り体制

を強化します。 

身元不明者の対応につい

て、速やかに身元が分か

るよう、市民に広く協力

を依頼できる方法と仕組

みを構築します。 

認知症になっても生きが

いをもって暮らし続ける

ことができるよう、農福

連携事業についての情報

収集と検討を行います。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１０ 

専門職向けの研修の実

施 

［高齢介護課］ 

認知症の人の意思が尊重され、それぞれの

状況に応じて適切な介護サービスを利用

することができるよう、介護従事者の認知

症対応力の向上に資する研修等を開催し

ます。 

研修の開催を通して、認

知症の人の意思を尊重し

た適切なケアを行うこと

ができるよう、介護従事

者のケアの質の向上を目

指します。 

１１ 

認知症検診推進事業の

実施や認知症初期集中

支援チームの活用等に

よる認知症の早期発

見・早期対応 

［高齢介護課］ 

認知症検診の実施により、認知症の早期発

見・早期診断につなげます。 

また、認知症の人やその家族に対し、かか

りつけ医や、認知症疾患医療センター、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援

推進員や医療・介護事業所等が連携して支

援を行います。 

さらに、65歳未満で認知症を発症した「若

年性認知症」の方を早期に支援に結び付け

るため、相談窓口の充実を図ります。 

認知症検診推進事業及び

認知症初期集中支援チー

ムの評価を行い、より効

果的な実施方法を検討し

ます。 

1２ 

市民参加型の認知症に

なっても住みやすいま

ちづくり 

［高齢介護課］ 

認知症サポーター養成講座に加え、認知症

の理解促進に関する市民向け講演会の開

催等、認知症についての普及啓発活動を通

じ、地域の見守り体制を構築します。 

また、身元不明者に対する対応について、

速やかに身元が分かるような仕組みを構

築します。 

【認知症についての相談窓

口を知っている人の割合】 

令和 5年度：３３％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

27.2％ 

チームオレンジについて

の情報収集及び設置に向

けた検討を行います。（再

掲） 

既存の地域の見守り体制

等（制度）と認知症サポー

ター等の連携により、認

知症の人への見守り体制

を強化します。 

身元不明者の対応につい

て、速やかに身元が分か

るよう、市民に広く協力

を依頼できる方法と仕組

みを構築します。 

認知症になっても生きが

いをもって暮らし続ける

ことができるよう、農福

連携事業についての情報

収集と検討を行います。 
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（４）地域ケア会議の推進 

【施策の方向】 

⚫ 包括的・継続的ケアマネジメントを効果的に実施するために、多職種間の連携を構築するための

手法として、各高齢者ほっと支援センター（いもくぼ・きよはら・なんがい）で地域ケア会議を開催

します。 

⚫ 緊急性の高いケースや困難ケース、自立支援・重度化防止・介護予防の事例等を取り上げ、多職種

が連携して課題の具体的な対応策を検討する「小地域ケア会議」の開催と各種研修の開催を通じ

て、高齢者ほっと支援センター職員及びケアマネジャーのスキルアップを図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１３ 

小地域ケア会議の開催 

［高齢介護課］ 

高齢者ほっと支援センター及び居宅介護

支援専門員、その他関係機関の担当者が、

困難事例等の個別ケースを対象に小地域

ケア会議を開催します。 

また、高齢者ほっと支援センター職員及び

居宅介護支援専門員等を対象とした研修

を実施し、担当者のスキルアップを図りま

す。 

地域課題の抽出及び定期

的な会議開催並びに解決

事例の共有化を図りま

す。 

1４ 

地区別地域ケア会議の

開催 

［高齢介護課］ 

緊急性の高いケースや、困難ケース、自立

支援・重度化防止・介護予防に関するケー

ス等のケアマネジメントを、多職種が連携

して実施し、課題の共有や、具体的な対応

策を検討します。 

定期的な会議を開催し、

地域課題を検討します。 

1５ 

地域ケア全体会の開催 

［高齢介護課］ 

地区別地域ケア会議で抽出した地域課題

から市全域に共通する課題を抽出し、その

課題をテーマにした地域ケア全体会を開催

します。 

会議での意見を集約し、

関係機関へ検討課題を提

案します。 

３か年で延３００人の参加

を目指します。 
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（５）生活支援体制整備の推進 

【施策の方向】 

⚫ ひとり暮らしの高齢者の増加を見据えつつ、生活支援体制整備事業の実施を通じて、地域での勉

強会や生活支援コーディネーター及び協議体を活用した地域課題の共有と解決策の検討、高齢者

の生活支援ニーズとサービスとの適切なマッチング、生活支援の担い手づくり等を進めます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

1６ 

第２層協議体を活用し

た社会資源の発見と開

発 

［高齢介護課］ 

市内７圏域に設置した第２層協議体の活動

を通じて、地域の困りごとや、災害時の連

携体制等についての検討を行います。 

様々な世代が協力し合うことで、地域の中

で個人が孤立したり、負担が偏ったりしな

いよう、支援の仕組みを検討します。 

第２層協議体が地域の課

題を抽出し、課題解決に

向けた取組を進めます。 

1７ 

生活支援コーディネー

ターを活用した高齢者

のニーズ把握とサービ

スとのマッチングの推

進 

［高齢介護課］ 

市内全域を担当する第１層生活支援コーデ

ィネーターと市内３圏域に配置した第２層

生活支援コーディネーターを活用し、地域

における関係者と協力しながら、関係者間

のネットワーク化を図ります。 

また、生活支援コーディネーターを介して

地域で生活する高齢者のニーズとサービス

とのマッチングを行うほか、社会資源の把

握やサロン等の「通いの場」の創出を図り

ます。 

各地域のサロン活動等か

らの情報をもとに、活動

希望者と通いの場のマッ

チングを実施します。 

1８ 

生活支援体制の整備推

進 

［高齢介護課］ 

地域包括ケア推進会議の一つである生活

支援体制整備推進部会（第１層協議体）を

活用し、地域活動の活性化につながるよ

う、高齢者の社会参加の促進を支援しま

す。 

地域包括ケア推進会議で

共有する地域課題等を解

決するために、第１層協議

体で必要な取組案を検討

します。 

1９ 

通いの場及び社会資源

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

生活支援体制整備広報紙「てとてとて」の

定期発行の継続に加え、市民への認知度向

上のための取組を展開します。 

第２層協議体の活動内容についても、情報

の共有化を図ります。 

広報紙等の発行を通じて

情報発信と、新たな地域

資源の発掘を行います。 

年３回定期的に発行・配

布し、周知を図ります。 

 

 



46 

（５）生活支援体制整備の推進 
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また、生活支援コーディネーターを介して

地域で生活する高齢者のニーズとサービス

とのマッチングを行うほか、社会資源の把

握やサロン等の「通いの場」の創出を図り

ます。 

各地域のサロン活動等か

らの情報をもとに、活動

希望者と通いの場のマッ

チングを実施します。 

1８ 

生活支援体制の整備推

進 

［高齢介護課］ 

地域包括ケア推進会議の一つである生活

支援体制整備推進部会（第１層協議体）を

活用し、地域活動の活性化につながるよ

う、高齢者の社会参加の促進を支援しま

す。 

地域包括ケア推進会議で

共有する地域課題等を解

決するために、第１層協議

体で必要な取組案を検討

します。 

1９ 

通いの場及び社会資源

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

生活支援体制整備広報紙「てとてとて」の

定期発行の継続に加え、市民への認知度向
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年３回定期的に発行・配

布し、周知を図ります。 

 

 

47 

２ 包括的な相談・支援体制の充実 

当市では、３つの日常生活圏域（いもくぼ・きよはら・なんがい）にそれぞれ、高齢者ほっと支援センタ

ー(地域包括支援センター）を設置しており、在宅の高齢者及びその家族等のさまざまな相談に応じて

います。 

また、高齢者の見守り支援を専門とした相談窓口として「高齢者見守りぼっくす」を設置し、地域での

見守りを必要とする高齢者に対して、民生委員、自治会、関係機関と連携してネットワークを構築し、地

域で安心して生活できるよう支援しています。 

今後は、複雑化、複合化する高齢者の生活課題に対応するため、高齢者ほっと支援センター及び高齢

者見守りぼっくすによる相談支援体制の強化を図るとともに、様々な相談を受け止める「包括的な相談

支援」、地域社会への多様な「参加支援」、そして、市民の積極的な交流や参加の促進、地域での居場所

づくりなど「地域づくりに向けた支援」を一体化した、包括的な支援体制の充実を図ります。 

 

（１）高齢者ほっと支援センターの機能強化 

【施策の方向】 

⚫ 地域包括ケアシステムにおける中核機能として、高齢者の相談窓口、地域ネットワークの構築、ケ

アマネジャー支援等、各機能の充実に向けた人員体制の適切な配置や専門性の向上、各センター

間の連携強化等を図るほか、医療や住まいなどの様々な社会資源を活かした取組を進めます。 

⚫ 高齢者ほっと支援センターに配置した認知症地域支援推進員や第２層生活支援コーディネーター

を活用しつつ、認知症本人や家族に対する支援や高齢者の生活支援の強化を図ります。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「包

括的な相談支援」等の実現を目指します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

２０ 

高齢者ほっと支援セン

ターの体制強化 

［高齢介護課］ 

担当高齢者数の増加ととともに、複合的課

題を抱えた困難事例も増加していることを

踏まえ、１センター当たりの担当高齢者数

が６千人程度になるよう、高齢者ほっと支

援センターの増設に向けた準備を行いま

す。 

高齢者ほっと支援センタ

ーの増設に向けた、日常

生活圏域の見直しと、設

置に向けた諸準備を進め

ます。 

2１ 

重層的支援体制整備事

業との連携 

［高齢介護課］ 

重層的支援体制整備事業と連携した、包括

的な相談・支援体制の整備、高齢者ほっと

支援センターの機能強化を図ります。 

重層的支援体制整備事業

の包括的相談支援事業と

の連携を図ります。 
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（２）支え合う仕組みづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「高齢者見守りぼっくす」や「子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～」、社会福祉協議会が

実施するふれあいのまちづくり事業を通じて、支え合う仕組みに基づく高齢者の見守りや相談支

援を推進します。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「孤

立の防止」や「多世代の交流」等を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2２ 

高齢者見守りぼっくす

による相談・支援 

［高齢介護課］ 

高齢者見守りぼっくすの相談員が地域の

高齢者宅を戸別訪問し、地域での見守りを

必要とする高齢者に対し、関係機関と連携

しながら支援を行います。また、緊急時の

通報機器の設置相談に応じるとともに、高

齢者やその家族、地域住民等からの相談に

応じ、必要な支援を行います。 

高齢者やその家族に対し

て個別訪問等を行うこと

により、高齢者見守りぼ

っくすの認知度の向上

と、地域での見守りを必

要とする高齢者及び緊急

時の通報機器設置世帯数

の増加に努めます。 

【緊急時の通報機器設置

世帯数】 

令和３年度：268世帯 

令和４年度：279世帯 

令和５年度：285世帯 

2３ 

子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和

～による見守り 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

社会福祉協議会がコーディネートし、地域

で活動する団体や事業所の方々が日常業

務の中でさりげなく見守りを行い、何らか

の異変に気づいた場合には、市（高齢介護

課・子ども家庭支援センター（子育て支援

課））・高齢者ほっと支援センター・高齢者見

守りぼっくすへの連絡により、緊急対応を

行います。 

協力機関の拡大を図るこ

とによる、更なる見守り

体制の充実を図ります。 

2４ 

見守り・声かけ活動 

［福祉推進課］ 

高齢者が地域で安心して暮らせるように、

地域ごとにボランティア組織を設置し、地

域の見守りや声かけを行っている社会福

祉協議会を支援します。 

見守り・声かけを必要とし

ている潜在的な高齢者の

把握に努めます。 
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（２）支え合う仕組みづくりの推進 
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実施するふれあいのまちづくり事業を通じて、支え合う仕組みに基づく高齢者の見守りや相談支

援を推進します。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「孤

立の防止」や「多世代の交流」等を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 
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［高齢介護課］ 
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高齢者宅を戸別訪問し、地域での見守りを

必要とする高齢者に対し、関係機関と連携

しながら支援を行います。また、緊急時の

通報機器の設置相談に応じるとともに、高

齢者やその家族、地域住民等からの相談に

応じ、必要な支援を行います。 

高齢者やその家族に対し

て個別訪問等を行うこと

により、高齢者見守りぼ

っくすの認知度の向上

と、地域での見守りを必

要とする高齢者及び緊急

時の通報機器設置世帯数

の増加に努めます。 

【緊急時の通報機器設置

世帯数】 
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令和４年度：279世帯 

令和５年度：285世帯 

2３ 
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～による見守り 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

社会福祉協議会がコーディネートし、地域

で活動する団体や事業所の方々が日常業

務の中でさりげなく見守りを行い、何らか

の異変に気づいた場合には、市（高齢介護

課・子ども家庭支援センター（子育て支援

課））・高齢者ほっと支援センター・高齢者見

守りぼっくすへの連絡により、緊急対応を

行います。 

協力機関の拡大を図るこ

とによる、更なる見守り

体制の充実を図ります。 

2４ 

見守り・声かけ活動 

［福祉推進課］ 

高齢者が地域で安心して暮らせるように、

地域ごとにボランティア組織を設置し、地

域の見守りや声かけを行っている社会福

祉協議会を支援します。 

見守り・声かけを必要とし

ている潜在的な高齢者の

把握に努めます。 
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（３）介護者への支援 

【施策の方向】 

⚫ 家族介護者の会への支援の継続とともに、介護者に対するこころの相談や介護者同士の交流の

場を提供する「ケアラー支援事業」を実施します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2５ 

家族介護者の会への支

援 

［高齢介護課］ 

市内にある家族介護者の会が継続して活動

できるように市報掲載や施設の利用に関して

支援します。 

活動で使用する会場の

確保や広報等について

支援します。 

2６ 

ケアラー支援事業 

［高齢介護課］ 

介護者がそれぞれの不安や悩みを話し合うと

ともに、認知症・介護に関する理解を深めら

れるよう支援します。 

より多くの介護者等に

参加してもらえるよう

広報等の充実を図ると

ともに、民間事業者と

の連携を生かす等によ

り事業内容を充実させ

ます。 
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３ 健康づくり・介護予防の推進 

人生１００年時代をいきいきと暮らしていくためには、高齢者が積極的に社会参加し、日常的な健康

づくりや介護予防に取り組むことが欠かせず、当市が目指す「健幸都市」は、市民一人ひとりの健康づく

りと社会的な支え合いが結びついて、はじめて実現するものです。 

今後も、ボランティア活動やスポーツ活動、趣味や学習の活動、老人クラブ活動をはじめ、各種の社会

活動への積極的な参加とともに、年齢を問わず働き続ける高齢者も近年増加していることから、就労や

就労的活動の促進を通じて、高齢者の生きがいの獲得と健康寿命の延伸につなげていきます。 

また、介護が必要になるおそれのある高齢者に対しては、介護予防・日常生活支援総合事業等を含め

た地域支援事業の着実な推進が求められます。機能回復訓練のような高齢者本人へのアプローチはも

とより、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを行い、地域で暮らし続けるための社会参加（地域

住民の主体的な取組）を軸として、健康づくりと介護予防を一体化し、すべての高齢者を視野に入れた

取組を推進します。 

 

（１）健康づくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針」に基づき、健康づくりに自ら取り組

むことのできる環境を整備するとともに、地域の自主的な健康づくり活動や取組への支援を継続

します。 

⚫ 健康寿命の延伸を目的として産官学民連携、リビングラボの手法を取り入れ、持続的なライフス

タイルや行動の変容につながる健康への取組を推進します。 

⚫ 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に基

づき、高齢者の保健事業と介護予防を一体化した事業を実施し、多様な課題を抱える高齢者や、

閉じこもりがちで健康状態の不明な高齢者を把握するとともに、フレイル（虚弱）のおそれのある

高齢者全体を疾病予防・重症化予防及び生活機能改善の視点から支援を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2７ 

各健（検）診 

［健康課］ 

「健康増進法」に基づく各健（検）診を実施

します。 

２つの健（検）診を組み合

わせて行うことにより、利

便性を図り健（検）診受診

率を増やします。 

2８ 

健康ウォーキング事業 

［健康課・社会教育課］ 

市民の健康増進・スポーツ習慣定着を目的

に、ウォーキングマップの活用等の情報提

供を行います。 

東大和市体育協会が主催する「歩こう会」

について、参加する高齢者の健康増進が図

れるよう、引き続き、運営支援等を行いま

す。 

ツールの活用や事業への

参加により日常的に運動

している人を増やします。

東大和市体育協会と連携

した「歩こう会」の運営支

援等を行います。 
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３ 健康づくり・介護予防の推進 

人生１００年時代をいきいきと暮らしていくためには、高齢者が積極的に社会参加し、日常的な健康

づくりや介護予防に取り組むことが欠かせず、当市が目指す「健幸都市」は、市民一人ひとりの健康づく

りと社会的な支え合いが結びついて、はじめて実現するものです。 

今後も、ボランティア活動やスポーツ活動、趣味や学習の活動、老人クラブ活動をはじめ、各種の社会

活動への積極的な参加とともに、年齢を問わず働き続ける高齢者も近年増加していることから、就労や

就労的活動の促進を通じて、高齢者の生きがいの獲得と健康寿命の延伸につなげていきます。 

また、介護が必要になるおそれのある高齢者に対しては、介護予防・日常生活支援総合事業等を含め

た地域支援事業の着実な推進が求められます。機能回復訓練のような高齢者本人へのアプローチはも

とより、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを行い、地域で暮らし続けるための社会参加（地域

住民の主体的な取組）を軸として、健康づくりと介護予防を一体化し、すべての高齢者を視野に入れた

取組を推進します。 

 

（１）健康づくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針」に基づき、健康づくりに自ら取り組

むことのできる環境を整備するとともに、地域の自主的な健康づくり活動や取組への支援を継続

します。 

⚫ 健康寿命の延伸を目的として産官学民連携、リビングラボの手法を取り入れ、持続的なライフス

タイルや行動の変容につながる健康への取組を推進します。 

⚫ 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に基

づき、高齢者の保健事業と介護予防を一体化した事業を実施し、多様な課題を抱える高齢者や、

閉じこもりがちで健康状態の不明な高齢者を把握するとともに、フレイル（虚弱）のおそれのある

高齢者全体を疾病予防・重症化予防及び生活機能改善の視点から支援を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2７ 

各健（検）診 

［健康課］ 

「健康増進法」に基づく各健（検）診を実施

します。 

２つの健（検）診を組み合

わせて行うことにより、利

便性を図り健（検）診受診

率を増やします。 

2８ 

健康ウォーキング事業 

［健康課・社会教育課］ 

市民の健康増進・スポーツ習慣定着を目的

に、ウォーキングマップの活用等の情報提

供を行います。 

東大和市体育協会が主催する「歩こう会」

について、参加する高齢者の健康増進が図

れるよう、引き続き、運営支援等を行いま

す。 

ツールの活用や事業への

参加により日常的に運動

している人を増やします。

東大和市体育協会と連携

した「歩こう会」の運営支

援等を行います。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2９ 

健康啓発教育事業 

［健康課］ 

市報や市公式ホームページなどを活用し、

健（検）診や健康教室についての啓発周知

を行います。 

健康づくりカレンダー等

を通じた健（検）診の申込

み日程や実施期間の周

知、事業の紹介等を行い

ます。 

３０ 

健康相談事業 

［健康課］ 

専門医による心の健康相談（予約制）を実

施し、心の健康についての市民の相談を受

けるほか、電話・窓口で保健師や看護師が

心の健康についての相談に対応します。 

専門医や保健師・看護師

による対応の継続を図り

ます。 

3１ 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺

疾患）の対策 

［健康課・保険年金課］ 

たばこの健康への影響を理解し、発症予

防、早期発見、早期治療により重症化を防

止するため、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）

についての認知度を高めるための情報提

供を行います。 

医療機関等と連携を図

り、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性

肺疾患）の認知度向上を

目指します。 

国民健康保険加入者のうち、特定健康診査

の問診やレセプトデータの分析等から抽出

された喫煙者に向けて、禁煙を促すととも

に、禁煙外来の受診を勧奨します。 

禁煙外来受診者２０人を

目指します。 

3２ 

歯と口腔の健康に関す

る講演会 

［健康課］ 

歯と口腔の健康が、全身の健康に深く影響

すること等の正しい知識の普及を図りま

す。 

オーラルフレイルなど、歯

と口腔の健康が全身の健

康と関連すること等正し

い知識の普及を図りま

す。 

3３ 

成人歯科健康診査事業 

［健康課］ 

原則としてかかりつけ医をもたない人を対

象に、検診を実施し、定期的な歯のチェック

と歯周疾患の早期発見・治療を推進しま

す。 

対象の拡充による受診者

を増やし、かかりつけ歯

科医の定着を進めます。 

３４ 

後期高齢者医療歯科健

康診査 

［保険年金課］ 

一定期間、歯科受診をされていない人を対

象に、歯科検診を実施することで、歯周疾

患を早期に発見し、早期治療につなげま

す。 

歯科口腔の重要性を啓発

し、かかりつけ歯科医の

定着を進めます。 

3５ 

歯科医療連携推進事業 

［健康課］ 

在宅歯科医療を充実させるため、関係機関

の協力を得て、通院のできない高齢者、障

害者等が身近な地域で必要な歯科医療が

受けられるよう、関係機関の連携を推進し

ます。 

様々な機会を活用した事

業の周知と、訪問歯科診

療の充実を図ります。 

3６ 

こころの健康づくり講

演会 

［健康課］ 

こころの健康づくりや自殺防止についての

講演会を開催し、普及啓発を行います。 

不安やストレスがあると

きの対処方法を知ってい

る人の割合の向上を目指

します。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

3７ 

運動器症候群（ロコモテ

ィブシンドローム）の周

知 

［健康課］ 

運動器の障害のために自立度が低下し、介

護が必要となる可能性が高い状態である

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の予防に効果的な運動などの情報提供を

行います。 

高齢者の筋力低下や骨粗

鬆症の予防についての健

康教育を実施します。 

3８ 

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施 

［高齢介護課・健康課・

保険年金課］ 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ

細かな支援を実施するため、後期高齢者医

療保険の保健事業と介護保険の介護予防

に関する事業を一体的に実施します。 

関係各課との連携を深

め、事業を早期に開始す

るよう準備します。 

３９ 

新たな健康への取組 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 

 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が、元気で活動的な生活を送り、生きがいを持ち、地域社会の担い手としての役割を発揮

するための仕組みづくりに取り組むとともに、ボランティアやＮＰＯなどの地域活動団体と連携し

て、活動の場を拡充し、地域活動、生涯学習・生涯スポーツ活動など多様な場への高齢者の社会

参加を促進します。 

⚫ 介護支援いきいき活動事業の利用促進を図りながら元気な高齢者の社会参加意欲を活かす取組

を進めるとともに、社会参加から就労的活動につなげるための施策を関係機関と連携しながら検

討します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

40 

シルバー人材センター

への支援 

［福祉推進課］ 

高齢者が社会参加と自らの経験や能力を

生かすことができるよう、シルバー人材セ

ンターの運営への支援を継続します。 

民間の仕事の受注拡大を

図ります。 

４１ 

学習機会の保障 

［社会教育課］ 

市内の有能な人材をボランティアとして活

用する人材バンク事業を、また、市民団体

等が自主的に行う学習会に市職員を講師

として派遣する「多摩湖塾」を実施し、高齢

者の自発的な学習活動を支援します。 

事業のＰＲの強化を図り

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

3７ 

運動器症候群（ロコモテ

ィブシンドローム）の周

知 

［健康課］ 

運動器の障害のために自立度が低下し、介

護が必要となる可能性が高い状態である

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の予防に効果的な運動などの情報提供を

行います。 

高齢者の筋力低下や骨粗

鬆症の予防についての健

康教育を実施します。 

3８ 

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施 

［高齢介護課・健康課・

保険年金課］ 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ

細かな支援を実施するため、後期高齢者医

療保険の保健事業と介護保険の介護予防

に関する事業を一体的に実施します。 

関係各課との連携を深

め、事業を早期に開始す

るよう準備します。 

３９ 

新たな健康への取組 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 

 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が、元気で活動的な生活を送り、生きがいを持ち、地域社会の担い手としての役割を発揮

するための仕組みづくりに取り組むとともに、ボランティアやＮＰＯなどの地域活動団体と連携し

て、活動の場を拡充し、地域活動、生涯学習・生涯スポーツ活動など多様な場への高齢者の社会

参加を促進します。 

⚫ 介護支援いきいき活動事業の利用促進を図りながら元気な高齢者の社会参加意欲を活かす取組

を進めるとともに、社会参加から就労的活動につなげるための施策を関係機関と連携しながら検

討します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

40 

シルバー人材センター

への支援 

［福祉推進課］ 

高齢者が社会参加と自らの経験や能力を

生かすことができるよう、シルバー人材セ

ンターの運営への支援を継続します。 

民間の仕事の受注拡大を

図ります。 

４１ 

学習機会の保障 

［社会教育課］ 

市内の有能な人材をボランティアとして活

用する人材バンク事業を、また、市民団体

等が自主的に行う学習会に市職員を講師

として派遣する「多摩湖塾」を実施し、高齢

者の自発的な学習活動を支援します。 

事業のＰＲの強化を図り

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

４２ 

スポーツ・レクリエーシ

ョン情報の提供 

［社会教育課］ 

健康増進を目的に、東大和市体育協会が主

催する「スポーツ・レクリエーション・フェス

ティバル」について、引き続き、運営支援等

を行うとともに、高齢者に適したスポーツ・

レクリエーション活動を支援します。 

「学びあいガイド」の配布

の継続と情報提供の充実

を図ります。 

4３ 

老人クラブの活動支援 

［高齢介護課］ 

シニアクラブ連合会及び単位老人クラブに

対し、社会活動の促進を目的とした市補助

金を交付します。また、運営に対する総合

相談に随時対応し、必要な助言等を行いま

す。 

老人クラブの活性化につ

ながる事業に対する支援

の実施を図ります。 

4４ 

介護支援いきいき活動

事業 

［高齢介護課］ 

６５歳以上の高齢者が、介護保険施設等で

のボランティア活動を通して、社会参加の

意識を高め、相互に助け合う精神を醸成

し、健康づくりと介護予防を進めることが

できるよう支援します。 

市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増

やします。また、３か年で

延３４５人の登録活動者

数を目指します。 

 

（３）介護予防・重度化防止の推進 

【施策の方向】 

⚫ 健康づくりの一環として、意識して介護予防に取り組めるよう、「東大和元気ゆうゆう体操」をは

じめとした介護予防の普及啓発をさらに充実させます。 

⚫ 介護度の重度化防止に向けて、要介護者等に対するリハビリテーション提供体制の充実を図りま

す。 

⚫ 介護予防リーダー及び体操普及推進員、生活支援コーディネーター等の人材を有効活用しながら、

高齢者の主体的な健康づくり・介護予防活動の継続を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4５ 

介護予防普及啓発事業 

［高齢介護課］ 

要支援・要介護認定を受けていない６５歳

以上の方を対象に、楽しみマッスル教室、

いきいき運動プラス等の介護予防に必要

な知識・技術を提供する介護予防教室を開

催します。 

教室の開催を通して、介護予防に必要な知

識・技術に加えて、介護予防の重要性や、継

続して取り組むことの必要性について普及

啓発を行います。 

教室を修了した者に対す

る介護予防活動の継続促

進策について検討しま

す。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4６ 

東大和元気ゆうゆうポ

イント事業 

［高齢介護課］ 

おおむね 65歳以上の高齢者が、東大和元

気ゆうゆう体操や市内のサロン等の活動に

参加することに対して、ポイントを付与し、

貯まったポイントを景品に交換できること

により、活動参加へのインセンティブを高

め、高齢者の健康寿命延伸や介護予防を図

ります。 

景品交換方法の変更等に

よる利便の向上を図りま

す。 

4７ 

介護予防リーダー・東大

和元気ゆうゆう体操普

及推進員の養成 

［高齢介護課］ 

地域で介護予防に関する取組を実践する

ために必要な知識を身に付け、市内での介

護予防活動を積極的に展開する人材を育

成するため、介護予防リーダー養成講座を

開催します。また、東大和元気ゆうゆう体

操の動作を正しく身に付け、市内で積極的

に体操の普及活動を展開する人材を育成

するため、体操普及推進員養成講座を開催

します。 

養成講座の周知による参

加者の確保を図ります。 

4８ 

介護予防リーダー・体操

普及推進員へのフォロ

ーアップ 

［高齢介護課］ 

介護予防リーダー養成講座修了者、体操普

及推進員養成講座修了者を対象とした連

絡会を開催します。また、連絡会において、

活動に必要な知識・技術等を学習するため

の研修や、スキルアップのための講演会の

実施等、介護予防活動が継続できるよう支

援します。 

介護予防リーダー・体操

普及推進員への継続支援

を図ります。 

4９ 

介護予防把握事業 

［高齢介護課］ 

７５歳以上で要支援・要介護認定を受けて

いない方を対象に、基本チェックリストによ

る調査を実施し、生活機能の低下を確認し

た方に対して介護予防教室への案内等を

行います。また、基本チェックリスト未返送

者について、高齢者ほっと支援センター及

び高齢者見守りぼっくすを通じて状況確認

を行います。 

要介護状態になるリスク

の高い人を把握し、介護

予防の普及啓発を実施し

ます。 

５０ 

通いの場の創出 

［福祉推進課・高齢介護

課］ 

社会福祉協議会が実施している「ふれあい

なごやかサロン活動」の推進、介護予防自

主グループ活動を支援します。また、生活

支援コーディネーターの活動を通して社会

資源の把握や「通いの場」の創出を図りま

す。 

地域資源の情報収集・情

報発信と通いの場の創出

を図ります。 

５１ 

新たな健康への取組

【再掲】 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4６ 

東大和元気ゆうゆうポ

イント事業 

［高齢介護課］ 

おおむね 65歳以上の高齢者が、東大和元

気ゆうゆう体操や市内のサロン等の活動に

参加することに対して、ポイントを付与し、

貯まったポイントを景品に交換できること

により、活動参加へのインセンティブを高

め、高齢者の健康寿命延伸や介護予防を図

ります。 

景品交換方法の変更等に

よる利便の向上を図りま

す。 

4７ 

介護予防リーダー・東大

和元気ゆうゆう体操普

及推進員の養成 

［高齢介護課］ 

地域で介護予防に関する取組を実践する

ために必要な知識を身に付け、市内での介

護予防活動を積極的に展開する人材を育

成するため、介護予防リーダー養成講座を

開催します。また、東大和元気ゆうゆう体

操の動作を正しく身に付け、市内で積極的

に体操の普及活動を展開する人材を育成

するため、体操普及推進員養成講座を開催

します。 

養成講座の周知による参

加者の確保を図ります。 

4８ 

介護予防リーダー・体操

普及推進員へのフォロ

ーアップ 

［高齢介護課］ 

介護予防リーダー養成講座修了者、体操普

及推進員養成講座修了者を対象とした連

絡会を開催します。また、連絡会において、

活動に必要な知識・技術等を学習するため

の研修や、スキルアップのための講演会の

実施等、介護予防活動が継続できるよう支

援します。 

介護予防リーダー・体操

普及推進員への継続支援

を図ります。 

4９ 

介護予防把握事業 

［高齢介護課］ 

７５歳以上で要支援・要介護認定を受けて

いない方を対象に、基本チェックリストによ

る調査を実施し、生活機能の低下を確認し

た方に対して介護予防教室への案内等を

行います。また、基本チェックリスト未返送

者について、高齢者ほっと支援センター及

び高齢者見守りぼっくすを通じて状況確認

を行います。 

要介護状態になるリスク

の高い人を把握し、介護

予防の普及啓発を実施し

ます。 

５０ 

通いの場の創出 

［福祉推進課・高齢介護

課］ 

社会福祉協議会が実施している「ふれあい

なごやかサロン活動」の推進、介護予防自

主グループ活動を支援します。また、生活

支援コーディネーターの活動を通して社会

資源の把握や「通いの場」の創出を図りま

す。 

地域資源の情報収集・情

報発信と通いの場の創出

を図ります。 

５１ 

新たな健康への取組

【再掲】 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

５２ 

一般介護予防事業と他

の地域支援事業に基づ

く事業等との連携 

［高齢介護課］ 

サロン活動や体操自主グループ活動、介護

予防教室等と、介護予防・自立支援のため

の地域ケア会議や生活支援体制整備事業

が連携を図ることで、一般介護予防事業の

充実を図ります。 

事業間の連携の推進を図

ります。 

5３ 

要介護者等に対するリ

ハビリテーションサービ

ス提供体制の充実 

［高齢介護課］ 

要介護（支援）者がリハビリテーションの必

要性に応じてリハビリテーションサービス

を利用できるよう、医療保険で実施する急

性期・回復期のリハビリテーションから、介

護保険で実施する生活期リハビリテーショ

ンへ、切れ目のないサービス提供体制の構

築に努めます。 

リハビリテーション指標

の向上を目指します。 

（８４ページ参照） 



56 

４ 介護保険サービスの充実・強化 

介護保険サービスは、民間の多様なサービス事業者によって提供されていることから、利用者のニ

ーズに応え、介護保険制度を円滑に運営していくために、今後も事業者と連携して、サービス基盤の

確保や質的な維持・向上を図っていきます。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

①介護予防・生活支援サービス事業 

【施策の方向】 

⚫ 要支援認定者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）等に、訪問による身体介護や生活援助とと

もに、通所による体操やレクリエーション等を提供します。需要に応じた多様なサービスの提供に努

めます。 

⚫ 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援（訪問型サービスＢ）、保健・医療

の専門職により提供される短期間で行われる支援（訪問型サービスＣ）、介護予防・生活支援サービ

スと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援（訪問型サービスＤ）、及び有償・無償のボ

ランティア等により提供される住民主体による支援（通所型サービスＢ）については、現在、当市で

は実施していないことから、他市の状況を踏まえて、当市における必要性についての検討を行いま

す。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス★ 介護ヘルパー資格者による身体介護、生活援助などの

訪問介護相当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（訪問型サービスＡ） 

介護ヘルパー資格者及び東大和市認定ヘルパーによる

生活援助（身体介護は含まない）などの緩和された基準

によるサービスです。 

通所型サービス 通所介護相当サービス★ 通所介護事業者の専門職（看護師等）による通所介護相

当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（通所型サービスＡ） 

専門職による体操やレクリエーションを提供（入浴サー

ビスは含まない）する、緩和された基準によるサービス

です。 

短期集中予防サービス 

（通所型サービスＣ） 

専門職により、運動機能向上を目的とした短期間（３か

月）の支援プログラムです。 

★は、令和２年度現在、当市で実施しているサービス 

 



56 

４ 介護保険サービスの充実・強化 

介護保険サービスは、民間の多様なサービス事業者によって提供されていることから、利用者のニ

ーズに応え、介護保険制度を円滑に運営していくために、今後も事業者と連携して、サービス基盤の

確保や質的な維持・向上を図っていきます。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

①介護予防・生活支援サービス事業 

【施策の方向】 

⚫ 要支援認定者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）等に、訪問による身体介護や生活援助とと

もに、通所による体操やレクリエーション等を提供します。需要に応じた多様なサービスの提供に努

めます。 

⚫ 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援（訪問型サービスＢ）、保健・医療

の専門職により提供される短期間で行われる支援（訪問型サービスＣ）、介護予防・生活支援サービ

スと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援（訪問型サービスＤ）、及び有償・無償のボ

ランティア等により提供される住民主体による支援（通所型サービスＢ）については、現在、当市で

は実施していないことから、他市の状況を踏まえて、当市における必要性についての検討を行いま

す。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス★ 介護ヘルパー資格者による身体介護、生活援助などの

訪問介護相当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（訪問型サービスＡ） 

介護ヘルパー資格者及び東大和市認定ヘルパーによる

生活援助（身体介護は含まない）などの緩和された基準

によるサービスです。 

通所型サービス 通所介護相当サービス★ 通所介護事業者の専門職（看護師等）による通所介護相

当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（通所型サービスＡ） 

専門職による体操やレクリエーションを提供（入浴サー

ビスは含まない）する、緩和された基準によるサービス

です。 

短期集中予防サービス 

（通所型サービスＣ） 

専門職により、運動機能向上を目的とした短期間（３か

月）の支援プログラムです。 

★は、令和２年度現在、当市で実施しているサービス 
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②一般介護予防事業 

【施策の方向】 

⚫ すべての第１号被保険者（６５歳以上の高齢者）を対象に、介護予防のための教室を開催します。

事業をより効果的・効率的に実施するために、介護予防・自立支援のための地域ケア会議や生活

支援体制整備事業といった他の事業との連携を進めます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

楽しみマッスル教室 ⚫ 健康運動指導士等による自重トレーニングやマシントレーニング等、筋

力向上を目的とした教室です。また、認知症予防のためのレクリエーシ

ョンを行います。  

⚫ サービス実施期間は４か月程度（１４回） 

⚫ サービス提供時間は１回当たり１時間半 

いきいき運動プラス ⚫ 転倒を予防するためのバランス能力や筋力を向上させるためのトレー

ニングと、認知症予防のためのレクリエーションを中心に、歯科・口腔衛

生、栄養に関する講義も行う教室です。  

⚫ サービス実施期間は４か月程度（１４回） 

⚫ サービス提供時間は１回当たり１時間半 
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（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

①居宅サービス 

【施策の方向】 

⚫ 需要に応じたサービスの提供体制の確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続

き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、食事・排泄などの身体介護や掃除・洗濯など

の生活援助を行うサービスです。 

訪問入浴介護※ 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行うサービスです。 

訪問看護※ 看護師等が自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行うサービ

スです。 

訪問リハビリテーション※ リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービ

スです。 

居宅療養管理指導※ 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行うサービスです。 

通所介護 通所介護施設で入浴や食事の提供や介護、機能訓練、レクリエーション

等を行うサービスです。 

通所リハビリテーション※ 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを行

うサービスです。 

短期入所生活介護※ 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの日常

生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

短期入所療養介護※ 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管

理の下での看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話を受けることがで

きるサービスです。 

福祉用具貸与※ 車いす、特殊寝台、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出すサービス

です。 

特定福祉用具購入費※ 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定を受けた事業所で購入し

たときに、年間１０万円を上限に購入費の９割（一定以上の所得のある

方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

住宅改修費※ 住み慣れた家で安全に生活するために、手すりの取り付けや段差の解

消などの住宅改修を行ったときに、２０万円を上限に改修費用の９割

（一定以上の所得のある方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

特定施設入居者生活介護※ 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などに入所している方が、

食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。 

居宅介護支援※ ケアマネジャーなどが利用者、家族、関係事業者などと協議して、居宅

介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成などを行うサービ

スです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む 
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（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

①居宅サービス 

【施策の方向】 

⚫ 需要に応じたサービスの提供体制の確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続

き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、食事・排泄などの身体介護や掃除・洗濯など

の生活援助を行うサービスです。 

訪問入浴介護※ 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行うサービスです。 

訪問看護※ 看護師等が自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行うサービ

スです。 

訪問リハビリテーション※ リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービ

スです。 

居宅療養管理指導※ 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行うサービスです。 

通所介護 通所介護施設で入浴や食事の提供や介護、機能訓練、レクリエーション

等を行うサービスです。 

通所リハビリテーション※ 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを行

うサービスです。 

短期入所生活介護※ 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの日常

生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

短期入所療養介護※ 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管

理の下での看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話を受けることがで

きるサービスです。 

福祉用具貸与※ 車いす、特殊寝台、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出すサービス

です。 

特定福祉用具購入費※ 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定を受けた事業所で購入し

たときに、年間１０万円を上限に購入費の９割（一定以上の所得のある

方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

住宅改修費※ 住み慣れた家で安全に生活するために、手すりの取り付けや段差の解

消などの住宅改修を行ったときに、２０万円を上限に改修費用の９割

（一定以上の所得のある方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

特定施設入居者生活介護※ 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などに入所している方が、

食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。 

居宅介護支援※ ケアマネジャーなどが利用者、家族、関係事業者などと協議して、居宅

介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成などを行うサービ

スです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む 
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②地域密着型サービス 

【施策の方向】 

⚫ 住み慣れた自宅や日常生活圏域での生活を支援するため、需要に応じたサービスの提供体制の

確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

認知症対応型通所介護※ 認知症の高齢者に対して、日帰りで入浴、食事の提供、機能訓練などを

行うサービスです。 

小規模多機能型居宅介護※ 「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身

の状況や希望に応じ、入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練などを行

うサービスです。 

認知症対応型共同生活介護※ 認知症の高齢者が家庭的な環境の中、少人数で共同生活をしながら、

日常生活上の介護・援助を受けるサービスです。 

夜間対応型訪問介護 夜間の定期巡回や通報により、ホームヘルパーが訪問して、日常生活上

の世話などを行うサービスです。 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

要介護の高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、利用者

からの通報により、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時

間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。 

看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護等、複数の居宅サービスや地域密

着型サービスを組み合わせ、１つの事業所が提供する地域密着型サー

ビスです。 

地域密着型通所介護 定員１８人以下の通所介護事業所において、入浴や食事の介護、機能訓

練等を日帰りで行うサービスです。 

地域密着型特定施設入居者生

活介護 

定員３０人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームや、軽費老人ホ

ームなどで、食事、入浴等の介護や機能訓練等を行うサービスです。 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

要介護者を対象とする定員３０人未満の小規模な特別養護老人ホーム

で、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練等を行うサービスです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む（認知症対応型共同生活介護は、要支援２

認定者のみ対象） 
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③施設サービス 

【施策の方向】 

⚫ 既存の施設サービスについては、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努

めていきます。 

⚫ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備については、今後の高齢者の増加状況を踏まえ

ると、現段階では１００床程度の規模の施設が必要と想定されますが、住宅セーフティネット法に

基づく登録住宅やサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備状況も見据えながら、

公有地の活用を基本に、整備時期及び整備地域を含め具体的に検討していきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 

常時介護が必要で自宅での生活が難しい方に、日常生活の世話（介護）

を提供する施設サービスです。 

介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリテーションが必要な方に、機能訓練や日常生活

の世話（介護）を提供する施設サービスです。 

介護医療院 日常的な医学管理が必要な重介護者に、長期療養のための医療と日常

生活の世話（介護）を一体的に提供する施設サービスです。 

介護療養型医療施設※ 病状が安定し、長期の療養が必要な方に、医療、看護又は日常生活の

世話（介護）を提供する施設サービスです。 

 ※ 令和６年３月末までに、介護医療院等への移行が予定されています。 
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③施設サービス 

【施策の方向】 

⚫ 既存の施設サービスについては、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努

めていきます。 

⚫ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備については、今後の高齢者の増加状況を踏まえ

ると、現段階では１００床程度の規模の施設が必要と想定されますが、住宅セーフティネット法に

基づく登録住宅やサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備状況も見据えながら、

公有地の活用を基本に、整備時期及び整備地域を含め具体的に検討していきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 

常時介護が必要で自宅での生活が難しい方に、日常生活の世話（介護）

を提供する施設サービスです。 

介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリテーションが必要な方に、機能訓練や日常生活

の世話（介護）を提供する施設サービスです。 

介護医療院 日常的な医学管理が必要な重介護者に、長期療養のための医療と日常

生活の世話（介護）を一体的に提供する施設サービスです。 

介護療養型医療施設※ 病状が安定し、長期の療養が必要な方に、医療、看護又は日常生活の

世話（介護）を提供する施設サービスです。 

 ※ 令和６年３月末までに、介護医療院等への移行が予定されています。 
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（３）サービスの質の確保・向上 

【施策の方向】 

⚫ 介護保険サービス事業者への集団指導や事業者連絡会を通じて適正なサービスの提供や質の向

上を促していきます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

5４ 

事業者集団指導 

［福祉推進課］ 

介護給付等対象サービスの提供及び介護

報酬の請求等に関する事項等について周

知し、適切な運営及びサービスの質の向上

を図ることを目的として、市内介護保険サ

ービス事業者の職員を対象に集団指導を

行います。 

参加事業所を増やすた

め、開催時期の見直し等

を検討します。 

5５ 

実地指導 

［福祉推進課］ 

事業所における実地指導において、法令に

基づく委託事業等を活用し、専門的な検

査、指導等を行うことにより、介護保険サ

ービス事業者のサービス提供及び運営の

適正化を推進します。 

都指定の在宅サービス事

業者に対する実地指導の

実施を検討します。 

5６ 

ケアプラン点検 

［高齢介護課］ 

適切なケアマネジメントのプロセスを踏ま

えた、利用者の自立支援のためのケアプラ

ン作成及び給付適正化を目的とし、居宅介

護支援事業所担当者との面談によるケア

プラン点検を実施します。 

都のガイドラインを活用し

た計画的な実施を図りま

す。 

5７ 

縦覧点検等 

［高齢介護課］ 

縦覧点検、医療情報との突合等により、介

護報酬の請求に誤りがないか確認を行い、

適正な報酬請求を促します。 

縦覧点検、医療情報との

突合事務により、適正な

給付の実現を図ります。 

5８ 

事業者連絡会 

［高齢介護課］ 

適正なサービスの提供や質の向上を目的

として、高齢者ほっと支援センターを含む、

指定居宅介護支援事業者の連絡会のほ

か、訪問介護や通所介護事業所においても

定期的な連絡会の開催を支援し、研修や意

見交換会等を実施します。 

各連絡会の開催支援とと

もに、施設サービス事業

所における連絡会の開催

を検討します。 
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（４）介護人材の確保等 

【施策の方向】 

⚫ 児童・生徒から若者、高齢者まで、あらゆる世代に対し、介護人材の確保に向けた取組を行ってい

くとともに、業務効率化及び質の向上につながる取組を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

5９ 

福祉のしごと 相談・面

接会 

［高齢介護課］ 

社会福祉協議会が実施している「福祉のし

ごと 相談・面接会」を通じて、福祉の職場

で働いてみたい人材と求人施設・事業所と

を結び付けることにより、福祉人材の確保

を図る事業の支援を行います。 

福祉人材の確保に向けた

取組の支援を図ります。 

６０ 

介護人材支援制度の情

報提供 

［高齢介護課］ 

東京都の介護人材等の確保・育成・定着に

向けた支援事業について、連絡会やメール

等により各事業所へ情報提供を行うととも

に個別相談に対応し、制度の普及に努めま

す。 

都の事業等の情報の随時

提供を図ります。 

６１ 

介護支援いきいき活動

事業【再掲】 

［高齢介護課］ 

６５歳以上の高齢者が、介護保険施設等で

のボランティア活動を通して、社会参加の

意識を高め、相互に助け合う精神を醸成

し、健康づくりと介護予防を進めることが

できるよう支援します。 

市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増

やします。また、３か年で

延３４５人の登録活動者

数を目指します。 

６２ 

介護現場のイメージ向

上への取組 

［高齢介護課］ 

介護業界のイメージ改善等のため、介護の

魅力について啓発する市民向けパンフレッ

トの配布等を検討します。 

介護の魅力について啓発

する市民向けパンフレッ

トの作成、配布します。 

６３ 

文書負担軽減 

［高齢介護課］ 

介護現場の業務効率化を支援するため、国

や都と連携しつつ、申請様式・添付書類や

手続に関する簡素化やＩＣＴ等の活用等に

よるペーパーレス化等を進めます。 

書類の簡素化やＩＣＴ等の

活用等によるペーパーレ

ス化等を進めます。 

6４ 

市認定ヘルパー養成講

座 

［高齢介護課］ 

要支援認定者等を対象とした介護予防・日

常生活支援総合事業のうち、訪問緩和型サ

ービス（家事援助）を提供する人材を育成

します。 

養成講座の開催に加え、

受講者の就労実態調査の

結果に基づき、受講者の

就労率の向上を図りま

す。 
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（４）介護人材の確保等 

【施策の方向】 

⚫ 児童・生徒から若者、高齢者まで、あらゆる世代に対し、介護人材の確保に向けた取組を行ってい

くとともに、業務効率化及び質の向上につながる取組を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 
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福祉のしごと 相談・面

接会 

［高齢介護課］ 

社会福祉協議会が実施している「福祉のし
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で働いてみたい人材と求人施設・事業所と

を結び付けることにより、福祉人材の確保

を図る事業の支援を行います。 

福祉人材の確保に向けた

取組の支援を図ります。 

６０ 

介護人材支援制度の情

報提供 

［高齢介護課］ 

東京都の介護人材等の確保・育成・定着に

向けた支援事業について、連絡会やメール

等により各事業所へ情報提供を行うととも

に個別相談に対応し、制度の普及に努めま

す。 

都の事業等の情報の随時

提供を図ります。 

６１ 
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６５歳以上の高齢者が、介護保険施設等で

のボランティア活動を通して、社会参加の

意識を高め、相互に助け合う精神を醸成

し、健康づくりと介護予防を進めることが

できるよう支援します。 

市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増

やします。また、３か年で

延３４５人の登録活動者

数を目指します。 

６２ 

介護現場のイメージ向

上への取組 

［高齢介護課］ 

介護業界のイメージ改善等のため、介護の

魅力について啓発する市民向けパンフレッ

トの配布等を検討します。 

介護の魅力について啓発

する市民向けパンフレッ

トの作成、配布します。 

６３ 

文書負担軽減 

［高齢介護課］ 

介護現場の業務効率化を支援するため、国

や都と連携しつつ、申請様式・添付書類や

手続に関する簡素化やＩＣＴ等の活用等に

よるペーパーレス化等を進めます。 

書類の簡素化やＩＣＴ等の

活用等によるペーパーレ
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6４ 

市認定ヘルパー養成講

座 

［高齢介護課］ 

要支援認定者等を対象とした介護予防・日

常生活支援総合事業のうち、訪問緩和型サ
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します。 
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受講者の就労実態調査の

結果に基づき、受講者の
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す。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

6５ 

介護人材の定着促進の

ための事業者支援 

［高齢介護課］ 

民間企業との地域包括連携協定を活かし、

介護人材の確保や定着率向上の取組を実

施します。 

事業所職員に対し、セミ

ナー等を開催し、介護人

材の確保及び定着率の向

上を目指します。 

6６ 

介護人材確保に関する

市民への普及啓発 

［高齢介護課］ 

介護・福祉業界の認知度向上や福祉業界へ

の就職促進を目的とした講演会等を開催

し、市民への普及啓発を行います。 

市民や市内の高校生等を

対象に講演会や出前講座

を開催し、市民の福祉業

界への理解促進及び就職

の促進を行います。 
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５ 住まい・日常生活支援の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、世帯の細分化や価値観の多様化を踏

まえつつ、多様な住み方への対応を図るほか、生活面に困難を抱える高齢者に対して、生活困窮者対

策や養護老人ホーム等の既存の取組と連携しながら、住まいと生活の支援を一体的に実施していき

ます。 

また、高齢者に対する虐待や高齢者を狙った犯罪が社会問題化していることから、それらへの対策

とともに、認知症高齢者が増加することを踏まえて、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用

促進など、権利擁護のための必要な取組を推進します。 

さらに、災害時の支援体制の充実や交通安全対策など、高齢者の安全・安心を確保するための取

組を図ります。 

 

（１）安心できる住まいの確保 

①居住支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する高齢者のニーズに対応した住まいへの支援を行うとともに、現在の住まいで、より安

全に、安心して生活ができるよう、住宅改修等への支援に取り組みます。 

⚫ 将来を見据えた住まいの検討ができるよう、介護付き有料老人ホーム及びサービス付き高齢者

向け住宅の設置状況に関する情報等、住宅施策や介護・福祉施設に関する市民へのわかりやすい

情報提供に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

6７ 

養護老人ホーム等措置

事業 

［高齢介護課］ 

環境上の理由又は経済的理由により居宅

で生活が困難な高齢者を養護老人ホーム

等に措置することにより、高齢者の安心で

きる生活を確保します。 

ケースに応じた支援がで

きるよう、措置の依頼先

の拡充を図ります。 

6８ 

シルバーピア事業 

［高齢介護課］ 

緊急時に対応し、安否の確認や生活の相

談、関係機関との連絡などを行うワーデン

（生活協力員）が配置されたシルバーピア

（市営住宅又は都営住宅）において、低所得

の高齢者に対する生活を確保します。 

入居する高齢者に対する

生活支援を行い、生活の

確保を図ります。 

6９ 

サービス付き高齢者向

け住宅等 

［高齢介護課］ 

高齢者の住まいに対する情報提供等や、事

業者等からの建設相談を行います。 

なお、サービス付き高齢者向け住宅を建設

する際には、施設入居の市民優先や災害時

の地域住民利用等を定めた市基準を満た

すよう指導、助言を行います。 

高齢者の住まいに対する

市民への情報提供等を行

います。建設については、

市内の需給バランスを勘

案しながら、東京都と連

携、協議のうえ事業者等

との調整を行います。 
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５ 住まい・日常生活支援の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、世帯の細分化や価値観の多様化を踏

まえつつ、多様な住み方への対応を図るほか、生活面に困難を抱える高齢者に対して、生活困窮者対

策や養護老人ホーム等の既存の取組と連携しながら、住まいと生活の支援を一体的に実施していき

ます。 

また、高齢者に対する虐待や高齢者を狙った犯罪が社会問題化していることから、それらへの対策

とともに、認知症高齢者が増加することを踏まえて、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用

促進など、権利擁護のための必要な取組を推進します。 

さらに、災害時の支援体制の充実や交通安全対策など、高齢者の安全・安心を確保するための取

組を図ります。 

 

（１）安心できる住まいの確保 

①居住支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する高齢者のニーズに対応した住まいへの支援を行うとともに、現在の住まいで、より安

全に、安心して生活ができるよう、住宅改修等への支援に取り組みます。 

⚫ 将来を見据えた住まいの検討ができるよう、介護付き有料老人ホーム及びサービス付き高齢者

向け住宅の設置状況に関する情報等、住宅施策や介護・福祉施設に関する市民へのわかりやすい

情報提供に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

6７ 

養護老人ホーム等措置

事業 

［高齢介護課］ 

環境上の理由又は経済的理由により居宅

で生活が困難な高齢者を養護老人ホーム

等に措置することにより、高齢者の安心で

きる生活を確保します。 

ケースに応じた支援がで

きるよう、措置の依頼先

の拡充を図ります。 

6８ 

シルバーピア事業 

［高齢介護課］ 

緊急時に対応し、安否の確認や生活の相

談、関係機関との連絡などを行うワーデン

（生活協力員）が配置されたシルバーピア

（市営住宅又は都営住宅）において、低所得

の高齢者に対する生活を確保します。 

入居する高齢者に対する

生活支援を行い、生活の

確保を図ります。 

6９ 

サービス付き高齢者向

け住宅等 

［高齢介護課］ 

高齢者の住まいに対する情報提供等や、事

業者等からの建設相談を行います。 

なお、サービス付き高齢者向け住宅を建設

する際には、施設入居の市民優先や災害時

の地域住民利用等を定めた市基準を満た

すよう指導、助言を行います。 

高齢者の住まいに対する

市民への情報提供等を行

います。建設については、

市内の需給バランスを勘

案しながら、東京都と連

携、協議のうえ事業者等

との調整を行います。 
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②住環境の整備 

【施策の方向】 

⚫ 公共施設や道路など様々な施設について、高齢者が安全かつ円滑に利用することができるよう、

環境整備を推進します。 

⚫ 高齢化に対応した住環境の改善に向け、バリアフリー化を促進し、安心して住み続けられる住まい

づくりを促進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

７０ 

道路等のバリアフリー

化 

［土木課］ 

歩道の段差等のバリアフリー化を進めま

す。 

補助金を活用した計画的

な歩道の整備を図りま

す。 

７１ 

ベンチの設置要望 

［都市計画課］ 

高齢者や障害者などが安心して公共交通

機関を利用できるよう、設置が可能なバス

停留所については、ベンチの設置をバス事

業者へ要望を行います。 

バス事業者との協議、調

整の機会を捉えて要望を

行います。 

７２ 

都営住宅建替え整備に

関する要請 

［都市計画課］ 

都営住宅の建替えに際し、高齢者や障害者

等に配慮した住宅整備の要望を行います。 

都との協議、調整の機会

を捉えて要望を行いま

す。 
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（２）生活支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する生活支援ニーズに対応するため、一般高齢者施策としての見守りや生活支援ショート

ステイ等により、地域における生活を支えます。 

⚫ 介護保険の保健福祉事業として、重度の要介護者に対するおむつの支給等を行い、本人の生活

支援と介護者の負担軽減を図ります。 

⚫ 生活支援体制整備事業の実施にあたっては、掃除やゴミ出し等の日常生活の困りごとを地域の

支え合いで解決できる取組を進めるとともに、地域での支え合い体制の構築に向けて、生活支援

コーディネーターや協議体を中心に、サービスの担い手の養成や活動場所の確保に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

7３ 

生活支援ショートステイ 

［高齢介護課］ 

介護保険の要介護・要支援に該当しないひ

とり暮らし高齢者などが、一時的に在宅で

生活することが困難になった場合に、市内

の特別養護老人ホームに短期間宿泊しても

らうことで、生活を支えます。 

関係機関と連携した利用

支援を行うとともに、事

業依頼先の拡充に努めま

す。 

7４ 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

高齢者支援及び子育て支援の協力会員と

利用会員による相互援助活動（家事援助

等）である「さわやかサービス」、子育て支

援関連施設等との連絡調整、ひとり親家庭

等への利用支援、「子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和～」の運営等を行う

ファミリー・サポート・センター事業に対し、

安定的な事業運営のため補助金を交付し

ます。 

運営している社会福祉協

議会に対して引き続き補

助金を交付します。 

７５ 
おむつの貸与・支給 

［高齢介護課］ 

在宅の重度の要介護高齢者に、おむつを貸

与又は支給することで、介護者の負担軽減

を図り、在宅での生活を支援します。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7６ 

理・美容券の支給 

［高齢介護課］ 

在宅で寝たきりの状態にある高齢者に、理

容券もしくは美容券を支給し、市内の協力

理容店・美容店の訪問等による理美容を提

供することで、保健衛生や生活の質の向

上、介護者の負担軽減を図ります。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7７ 

生活支援コーディネー

ターと協議体の活用 

［高齢介護課］ 

市内に配置した生活支援コーディネーター

と、市内に設置した第２層協議体を活用し

て、生活支援サービスの提供主体等の関係

者のネットワーク化を図るとともに、地域

資源の把握と情報発信、生活支援の担い手

の養成とサービスの開発を行います。 

広報紙等を通じた情報発

信と新たな地域資源の発

掘を図ります。 
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（２）生活支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する生活支援ニーズに対応するため、一般高齢者施策としての見守りや生活支援ショート

ステイ等により、地域における生活を支えます。 

⚫ 介護保険の保健福祉事業として、重度の要介護者に対するおむつの支給等を行い、本人の生活

支援と介護者の負担軽減を図ります。 

⚫ 生活支援体制整備事業の実施にあたっては、掃除やゴミ出し等の日常生活の困りごとを地域の

支え合いで解決できる取組を進めるとともに、地域での支え合い体制の構築に向けて、生活支援

コーディネーターや協議体を中心に、サービスの担い手の養成や活動場所の確保に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

7３ 

生活支援ショートステイ 

［高齢介護課］ 

介護保険の要介護・要支援に該当しないひ

とり暮らし高齢者などが、一時的に在宅で

生活することが困難になった場合に、市内

の特別養護老人ホームに短期間宿泊しても

らうことで、生活を支えます。 

関係機関と連携した利用

支援を行うとともに、事

業依頼先の拡充に努めま

す。 

7４ 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

高齢者支援及び子育て支援の協力会員と

利用会員による相互援助活動（家事援助

等）である「さわやかサービス」、子育て支

援関連施設等との連絡調整、ひとり親家庭

等への利用支援、「子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和～」の運営等を行う

ファミリー・サポート・センター事業に対し、

安定的な事業運営のため補助金を交付し

ます。 

運営している社会福祉協

議会に対して引き続き補

助金を交付します。 

７５ 
おむつの貸与・支給 

［高齢介護課］ 

在宅の重度の要介護高齢者に、おむつを貸

与又は支給することで、介護者の負担軽減

を図り、在宅での生活を支援します。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7６ 

理・美容券の支給 

［高齢介護課］ 

在宅で寝たきりの状態にある高齢者に、理

容券もしくは美容券を支給し、市内の協力

理容店・美容店の訪問等による理美容を提

供することで、保健衛生や生活の質の向

上、介護者の負担軽減を図ります。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7７ 

生活支援コーディネー

ターと協議体の活用 

［高齢介護課］ 

市内に配置した生活支援コーディネーター

と、市内に設置した第２層協議体を活用し

て、生活支援サービスの提供主体等の関係

者のネットワーク化を図るとともに、地域

資源の把握と情報発信、生活支援の担い手

の養成とサービスの開発を行います。 

広報紙等を通じた情報発

信と新たな地域資源の発

掘を図ります。 
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（３）権利擁護の充実 

【施策の方向】 

⚫ 認知症などにより判断能力が十分でない人の主体性や尊厳を守り、住み慣れた地域での生活を

継続できるよう、高齢者ほっと支援センターの相談窓口を通じて、社会福祉協議会の日常生活自

立支援事業や成年後見制度の活用を促進します。 

⚫ 高齢者が尊厳を持って暮らし続けられるよう、高齢者への虐待の未然防止や早期発見、早期対応

に向けて、認知症に対する正しい理解を促進する取組や高齢者ほっと支援センターの相談窓口の

周知を進めます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

7８ 

福祉サービス利用援助

事業（地域福祉権利擁

護事業） 

［福祉推進課］ 

認知症などにより日常生活を営むのに支

障がある方に対し、利用者との契約により

福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管

理サービス、書類などの預かりサービスを

行い、住み慣れた地域で安心して自立生活

が送れるように、社会福祉協議会を支援し

ていきます。 

社会福祉協議会への補助

の継続実施を図ります。 

7９ 

成年後見制度の利用支

援 

［福祉推進課］ 

認知症高齢者等が判断能力の低下によっ

て日常生活を送ることが困難となった場合

でも、地域で安心して生活できるよう、東

京都事業の「成年後見制度活用あんしん生

活創造事業」に基づき、成年後見制度の利

用支援を行います。 

利用支援については、委託先の社会福祉協

議会において、権利擁護や苦情等の専門相

談に対応するための推進機関である「あん

しん東大和」を継続して実施します。 

制度の周知・啓発の更な

る強化とともに、権利擁

護の担い手支援、権利擁

護にかかる地域連携ネッ

トワークづくりを図りま

す。 

８０ 

成年後見制度市長申立 

［高齢介護課］ 

老人福祉法第３２条に規定する市長による

後見開始等の審判の申立が必要な高齢者

（申立を行う親族等がいない重度の認知症

高齢者等）に対し、市長が申立を行い、審判

の請求に係る経費及び成年後見人等の報

酬助成を行います。 

市長申立が必要な高齢者

に対して、申立を行うこと

で高齢者の財産確保及び

権利保全の支援を図りま

す。 

８１ 

高齢者への虐待防止 

［高齢介護課］ 

高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支

える家族等の負担の軽減を図るために、広

報等により、市民への普及啓発を図りま

す。 

支援にあたっては、「高齢者虐待対応マニ

ュアル」に沿った対応や、高齢者等虐待防

止地域ネットワーク運営会議を通じ、虐待

の対応方法や支援のあり方等を検討しま

す。 

広報等による市民への普

及啓発の推進、高齢者等

虐待防止地域ネットワー

ク運営会議における関係

機関の連携強化を図りま

す。 
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（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

【施策の方向】 

⚫ 災害時における要配慮者への支援を的確・迅速に行えるよう、自治会や民生委員などと連携する

とともに、「避難行動要支援者避難支援登録制度」の登録者の安否確認や避難誘導の方法・支援

体制を整備します。 

⚫ 高齢者の交通事故を減らすため、老人クラブや高齢者サークル等の社会参加活動の場や高齢者

が多く集まる場所において、高齢者の事故発生実態を踏まえた参加、体験、実践型の交通安全教

育の推進を図ります。 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、引き続き、振り込め詐欺やその他消費者

被害の未然防止に向けた意識啓発と防犯体制の充実に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

８２ 

防災対策の推進 

［防災安全課・福祉推進

課］ 

災害時における高齢者などの安全を確保

するため、地域防災計画に基づき、災害時

要配慮者対策を推進します。 

また、市が把握している高齢者などの情報

を、社会福祉協議会、民生委員・児童委員

や高齢者ほっと支援センターなどの関係機

関に提供し、情報の共有化を図るととも

に、災害時における協力体制づくりに努め

ます。 

防災訓練への参加促進と

ともに、災害時における

地域との協力体制づくり

において、協定締結に至

る自治会数の増加を図り

ます。 

８３ 

交通安全教育・啓発の

推進 

［土木課］ 

自動車等を運転する高齢者を対象に、身体

機能の特性等を考慮した交通安全教育の

推進を図るとともに、運転免許証の自主返

納制度の周知を図ります。 

交通安全教室への参加促

進とともに、自主返納制

度の周知を図ります。 

８４ 

消費者被害などの防止

の推進 

［地域振興課･防災安全

課］ 

高齢者の消費被害を未然に防止するため、

悪質商法による被害や通信・訪問販売等に

おける契約トラブルに関する情報提供や被

害防止に向けた啓発に引き続き、取り組ん

でいきます。 

また、高齢者を狙った振り込め詐欺等につ

いても、被害の未然防止に努めます。 

高齢者に対する悪質商法

被害の防止に向け、関係

部署との連携や情報提供

の機会を増やします。 
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（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

【施策の方向】 
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育の推進を図ります。 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、引き続き、振り込め詐欺やその他消費者

被害の未然防止に向けた意識啓発と防犯体制の充実に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

８２ 
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消費者被害などの防止

の推進 
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害防止に向けた啓発に引き続き、取り組ん
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また、高齢者を狙った振り込め詐欺等につ
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（５）感染症対策の推進 

【施策の方向】 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえて、介護保険施設や介護保険サービス事業所等と連携

した、感染症対策についての周知啓発、研修等を実施します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

8５ 

ガイドラインに沿った感

染予防、感染拡大防止

の対策の促進 

［健康課］ 

新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染

症対策にあたっては、市民への「新しい生

活様式」の日常への取り入れを促していく

ほか、医療や福祉、介護関係の事業所等に

対しては、「東京都感染拡大防止ガイドライ

ン」など各種ガイドラインに沿った感染予

防、感染拡大防止の対策を促進します。 

各種ガイドラインに沿った

感染予防、感染拡大防止

の対策の促進を図りま

す。 
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第６章 介護保険事業の推進 

１ 第７期の実績 

（１）介護予防サービス 

平成３１年度実績が計画値を上回るサービスは、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーショ

ンの医療系２サービスと、特定介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費となっています。第７期

計画の見込み（平成２７年度～平成２９年度の利用率の伸びに基づき推計）よりも、医療と介護の両方を

必要とする人が増加している状況がうかがえます。 

■第７期計画値と実績値
※ 

  

 サービス 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

介護予防訪問入浴介護 計画値 
（人） 

0  0  0  

実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 

介護予防訪問看護 計画値 
（回） 

377  425  494  

実績値 618  655  737  

実績値／計画値 （％） 163.9% 154.1% 149.1% 

介護予防訪問リハビリテーション 計画値 
（回） 

41  53  64  

実績値 10  10  8  

実績値／計画値 （％） 24.4% 18.9% 12.5% 

介護予防居宅療養管理指導 計画値 
（人） 

49  61  76  

実績値 44  56  59  

実績値／計画値 （％） 89.8% 91.8% 77.6% 

介護予防通所リハビリテーション 計画値 
（人） 

36  37  38  

実績値 48  47  47  

実績値／計画値 （％） 133.3% 127.0% 123.7% 

介護予防短期入所生活介護 計画値 
（日） 

79  138  211  

実績値 41  28  21  

実績値／計画値 （％） 51.9% 20.3% 10.0% 

介護予防短期入所療養介護（老
健） 

計画値 
（日） 

0  0  0  

実績値 2  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 

介護予防福祉用具貸与 計画値 
（人） 

474  594  698  

実績値 427  455  485  

実績値／計画値 （％） 90.1% 76.6% 69.5% 

特定介護予防福祉用具購入費 計画値 
（人） 

7  8  8  

実績値 10  8  6  

実績値／計画値 （％） 142.9% 100.0% 75.0% 

介護予防住宅改修費 計画値 
（人） 

7  7  7  

実績値 8  8  5  

実績値／計画値 （％） 114.3% 114.3% 71.4% 

介護予防特定施設入居者生活介
護 

計画値 
（人） 

41  58  76  

実績値 23  29  25  

実績値／計画値 （％） 56.1% 50.0% 32.9% 

介護予防支援 計画値 
（人） 

770  828  875  

実績値 496  531  568  

実績値／計画値 （％） 64.4% 64.1% 64.9% 

※令和２年度実績値は見込み（以降の表も同様） 
※計画値、実績値のいずれも月当たり（以降の表も同様） 
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（２）地域密着型介護予防サービス 

介護予防小規模多機能型居宅介護は、平成３１年度等に若干名の利用があります。 

■第７期計画値と実績値 

 サービス 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

介護予防認知症対応型通所介護 計画値 
（回） 

0  0  0  

実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 

介護予防小規模多機能型居宅介
護 

計画値 
（人） 

1  2  2  

実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） 0.0% 0.0% 0.0% 

介護予防認知症対応型共同生活
介護 

計画値 
（人） 

0  0  0  

実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 

 

（３）介護サービス 

平成３１年度実績が計画値を上回るサービスは、訪問看護や通所リハビリテーションの医療系２サー

ビスと、福祉用具貸与などとなっています。介護予防サービスと同様に、第７期計画の見込み（平成２７

年度～平成２９年度の利用率の伸びに基づき推計）よりも、医療と介護の両方を必要とする人が増加し

ている状況がうかがえます。 

■第７期計画値と実績値 

 サービス 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

訪問介護 計画値 
（回） 

10,349  11,504  13,606  

実績値 8,619  8,829  8,656  

実績値／計画値 （％） 83.3% 76.7% 63.6% 

訪問入浴介護 計画値 
（回） 

180  196  215  

実績値 147  149  207  

実績値／計画値 （％） 81.7% 76.0% 96.3% 

訪問看護 計画値 
（回） 

2,910  2,974  3,246  

実績値 2,873  3,592  3,782  

実績値／計画値 （％） 98.7% 120.8% 116.5% 

訪問リハビリテーション 計画値 
（回） 

418  441  493  

実績値 390  427  444  

実績値／計画値 （％） 93.3% 96.8% 90.1% 

居宅療養管理指導 計画値 
（人） 

451  496  543  

実績値 448  494  556  

実績値／計画値 （％） 99.3% 99.6% 102.4% 

通所介護 計画値 
（回） 

10,103  10,527  11,041  

実績値 7,710  7,974  7,175  

実績値／計画値 （％） 76.3% 75.7% 65.0% 

通所リハビリテーション 計画値 
（回） 

1,186  1,214  1,200  

実績値 1,236  1,407  1,391  

実績値／計画値 （％） 104.2% 115.9% 115.9% 

短期入所生活介護 計画値 
（日） 

1,299  1,414  1,532  

実績値 1,202  1,455  1,210  

実績値／計画値 （％） 92.5% 102.9% 79.0% 

短期入所療養介護（老健） 計画値 
（日） 

159  177  210  

実績値 168  122  94  

実績値／計画値 （％） 105.7% 68.9% 44.7% 
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 サービス 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 
福祉用具貸与 計画値 

（人） 
854  868  893  

実績値 896  971  1,019  
実績値／計画値 （％） 104.9% 111.9% 114.1% 

特定福祉用具購入費 計画値 
（人） 

22  26  27  
実績値 18  19  22  

実績値／計画値 （％） 81.8% 73.1% 81.5% 
住宅改修費 計画値 

（人） 
15  17  18  

実績値 12  13  19  
実績値／計画値 （％） 80.0% 76.5% 105.6% 

特定施設入居者生活介護 計画値 
（人） 

159  169  172  
実績値 163  173  203  

実績値／計画値 （％） 102.5% 102.4% 118.0% 
居宅介護支援 計画値 

（人） 
1,404  1,450  1,503  

実績値 1,445  1,514  1,525  
実績値／計画値 （％） 102.9% 104.4% 101.5% 

 

（４）地域密着型サービス 

平成３１年度実績が計画値を上回るサービスは、認知症対応型通所介護のみとなっています。なお、

認知症対応型共同生活介護は、第７期計画の見込み（平成２７年度～平成２９年度の利用率の伸びに基

づき推計）を大きく下回るほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成３０年４月から市内の指定

事業者が実施を見合わせているため、若干名の実績となっています。 

■第７期計画値と実績値 

 サービス 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 
定期巡回・随時対応型訪問介護
看護 

計画値 
（人） 

7  9  10  
実績値 1  1  2  

実績値／計画値 （％） 14.3% 11.1% 20.0% 
夜間対応型訪問介護 計画値 

（人） 
0  0  0  

実績値 0  0  0  
実績値／計画値 （％） － － － 

地域密着型通所介護 計画値 
（人） 

164  168  171  
実績値 142  154  159  

実績値／計画値 （％） 86.6% 91.7% 93.0% 
認知症対応型通所介護 計画値 

（人） 
35  36  40  

実績値 39  42  38  
実績値／計画値 （％） 111.4% 116.7% 95.0% 

小規模多機能型居宅介護 計画値 
（人） 

70  90  116  
実績値 36  33  35  

実績値／計画値 （％） 51.4% 36.7% 30.2% 
認知症対応型共同生活介護 計画値 

（人） 
86  109  140  

実績値 51  51  54  
実績値／計画値 （％） 59.3% 46.8% 38.6% 

地域密着型特定施設入居者生活
介護 

計画値 
（人） 

0  0  0  
実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 
地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護 

計画値 
（人） 

0  0  0  
実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 
看護小規模多機能型居宅介護 計画値 

（人） 
0  0  0  

実績値 0  0  0  
実績値／計画値 （％） － － － 
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実績値 163  173  203  

実績値／計画値 （％） 102.5% 102.4% 118.0% 
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実績値／計画値 （％） 102.9% 104.4% 101.5% 

 

（４）地域密着型サービス 

平成３１年度実績が計画値を上回るサービスは、認知症対応型通所介護のみとなっています。なお、
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事業者が実施を見合わせているため、若干名の実績となっています。 

■第７期計画値と実績値 
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（人） 

7  9  10  
実績値 1  1  2  

実績値／計画値 （％） 14.3% 11.1% 20.0% 
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実績値 0  0  0  
実績値／計画値 （％） － － － 
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164  168  171  
実績値 142  154  159  

実績値／計画値 （％） 86.6% 91.7% 93.0% 
認知症対応型通所介護 計画値 

（人） 
35  36  40  

実績値 39  42  38  
実績値／計画値 （％） 111.4% 116.7% 95.0% 

小規模多機能型居宅介護 計画値 
（人） 

70  90  116  
実績値 36  33  35  

実績値／計画値 （％） 51.4% 36.7% 30.2% 
認知症対応型共同生活介護 計画値 

（人） 
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実績値 51  51  54  
実績値／計画値 （％） 59.3% 46.8% 38.6% 

地域密着型特定施設入居者生活
介護 

計画値 
（人） 

0  0  0  
実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 
地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護 

計画値 
（人） 

0  0  0  
実績値 0  0  0  

実績値／計画値 （％） － － － 
看護小規模多機能型居宅介護 計画値 

（人） 
0  0  0  

実績値 0  0  0  
実績値／計画値 （％） － － － 
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（５）施設サービス 

介護老人福祉施設は、おおむね計画値どおりの実績値となっています。なお、介護医療院は、第７期

計画では令和２年度に介護療養型医療施設からの転換分を見込みましたが、若干名の実績となってい

ます。 

■第７期計画値と実績値 

 サービス 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

介護老人福祉施設 計画値 
（人） 

416  441  468  

実績値 405  420  458  

実績値／計画値 （％） 97.4% 95.2% 97.9% 

介護老人保健施設 計画値 
（人） 

207  222  243  

実績値 207  201  206  

実績値／計画値 （％） 100.0% 90.5% 84.8% 

介護医療院 計画値 
（人） 

0  0  18  

実績値 1  1  1  

実績値／計画値 （％） － － 5.6% 

介護療養型医療施設※ 計画値 
（人） 

52  58  47  

実績値 36  31  20  

実績値／計画値 （％） 69.2% 53.4% 42.6% 

※ 令和６年３月末までに、介護医療院等への移行が予定されています。 
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２ 介護保険サービスの見込み 

（１）介護予防サービス 

介護予防サービスの利用見込みは、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、第７期（平成３０

年度～令和２年度）の利用実績等を基に推計を行いました。なお、第８期（令和３年度～令和５年度）に

おいては、市内へのサービス付き高齢者向け住宅等の整備に伴い、介護予防特定施設入居者生活介護

の利用増を見込んでいます。 

■量の見込み
※ 

  

 サービス 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

介護予防訪問入浴介護 （人） 0  0  0  0  0  

介護予防訪問看護 （回） 935  1,120  1,152  1,184  1,376  

介護予防訪問リハビリテーシ

ョン 
（回） 8  8  8  8  8  

介護予防居宅療養管理指導 （人） 72  75  77  80  91  

介護予防通所リハビリテーシ

ョン 
（人） 55  60  62  64  73  

介護予防短期入所生活介護 （日） 45  45  45  45  61  

介護予防短期入所療養介護

（老健） 
（日） 5  5  5  5  5  

介護予防福祉用具貸与 （人） 519  567  595  615  709  

特定介護予防福祉用具購入

費 
（人） 11  11  11  12  14  

介護予防住宅改修費 （人） 9  9  10  11  12  

介護予防特定施設入居者生

活介護 
（人） 30  35  37  40  45  

介護予防支援 （人） 609  660  686  708  815  

※月当たり（以降の表も同様） 
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（２）地域密着型介護予防サービス 

地域密着型介護予防サービスの利用見込みは、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、第７

期（平成３０年度～令和２年度）の利用実績等を基に推計を行いました。なお、第８期（令和３年度～令和

５年度）においては、新たな事業所の新設は見込んでいません。 

■量の見込み 

 サービス 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

介護予防認知症対応型通所

介護 
（回） 0  0  0  0  0  

介護予防小規模多機能型居

宅介護 
（人） 1  1  1  1  1  

介護予防認知症対応型共同

生活介護 
（人） 0  0  0  0  0  

 

（３）介護サービス 

介護サービスの利用見込みは、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、第７期（平成３０年度

～令和２年度）の利用実績等を基に推計を行いました。なお、第８期（令和３年度～令和５年度）において

は、市内へのサービス付き高齢者向け住宅等の整備に伴い、特定施設入居者生活介護の利用増を見込

んでいます。 

■量の見込み 

 サービス 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

訪問介護 （回） 10,309  11,688  12,381  12,699  15,481  

訪問入浴介護 （回） 250  271  282  282  349  

訪問看護 （回） 4,282  4,935  5,023  5,168  6,279  

訪問リハビリテーション （回） 597  670  682  712  859  

居宅療養管理指導 （人） 587  653  670  686  837  

通所介護 （回） 8,274  8,989  9,209  9,533  11,577  

通所リハビリテーション （回） 1,629  1,803  1,849  1,915  2,327  

短期入所生活介護 （日） 1,598  1,762  1,817  1,844  2,253  

短期入所療養介護（老健） （日） 179  226  233  241  289  

福祉用具貸与 （人） 1,053  1,172  1,209  1,247  1,517  

特定福祉用具購入費 （人） 25  27  28  28  34  

住宅改修費 （人） 21  23  23  24  28  

特定施設入居者生活介護 （人） 243  284  299  316  387  

居宅介護支援 （人） 1,543  1,669  1,702  1,758  2,136  
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（４）地域密着型サービス 

地域密着型サービスの利用見込みは、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、第７期（平成

３０年度～令和２年度）の利用実績等を基に推計を行いました。なお、第８期（令和３年度～令和５年度）

においては、新たな事業所の新設は見込んでいません。 

■量の見込み 

 サービス 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
（人） 3  3  3  3  4  

夜間対応型訪問介護 （人） 0  0  0  0  0  

地域密着型通所介護 （人） 166  182  187  193  235  

認知症対応型通所介護 （人） 39  41  44  44  54  

小規模多機能型居宅介護 （人） 44  48  48  51  61  

認知症対応型共同生活介護 （人） 57  62  65  67  82  

地域密着型特定施設入居者

生活介護 
（人） 0  0  0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 
（人） 0  0  0  0  0  

看護小規模多機能型居宅介

護 
（人） 0  0  0  0  0  

 

（５）施設サービス 

施設サービスの利用見込みは、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、第７期（平成３０年度

～令和２年度）の利用実績等を基に推計を行いました。なお、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

に関しては、供用開始に至るまでの期間を勘案して、第８期（令和３～５年度）においては、施設整備に

よる影響は見込んでいません。 

 

■量の見込み 

 サービス 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

介護老人福祉施設 （人） 483  511  540  559  682  

介護老人保健施設 （人） 207  210  213  227  276  

介護医療院 （人） 1  1  1  23  28  

介護療養型医療施設  （人） 19  19  19      
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３ 地域支援事業の見込み 

地域支援事業の利用見込みは、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、第７期（平成３０年度

～令和２年度）の利用実績等を基に推計を行いました。 

■量の見込み 

 サービス 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

訪問介護相当サービス （人） 80 89 99 104 120 

訪問型サービスＡ （人） 238 253 267 280 325 

通所介護相当サービス （人） 107 109 110 116 134 

通所型サービスＡ （人） 455 484 514 540 625 
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第７章 介護保険制度の円滑な運営 

１ ３年間の介護保険事業費見込額 

（１）総給付費 

介護保険サービスの総給付費の見込み（介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護サー

ビス、地域密着型サービス、施設サービスの合計）は、次のとおりです。 

■総給付費の見込み （単位：千円） 

 区分 
 第８期 中長期 

合計 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

総給付費 19,607,453 6,096,886 6,631,203 6,879,364 7,165,546 8,723,148  

 

（２）標準給付費見込額 

総給付費のほか、特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）、高額介護サービス費等

給付額（財政影響額調整後）、高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料の合計

による、標準給付費見込額は次のとおりです。 

■標準給付費見込額 （単位：千円） 

 区分 
 第８期 中長期 

合計 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

標準給付費見込額 

（①～⑤の合計） 
21,033,395 6,538,181 7,097,743 7,397,471 7,705,378 9,334,114  

 

①総給付費 19,607,453 6,096,886 6,631,203 6,879,364 7,165,546 8,723,148  

②特定入所者介護

サービス費等給付

額（財政影響額調整

後） 

609,166 203,467 196,934 208,765 215,023 234,958  

③高額介護サービ

ス費等給付額（財政

影響額調整後） 

697,910 202,978 230,201 264,731 277,968 321,783  

④高額医療合算介

護サービス費等給

付額 

97,681 28,130 32,349 37,202 39,062 45,219  

⑤算定対象審査支

払手数料 
21,185 6,720 7,056 7,409 7,779 9,006  
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による、標準給付費見込額は次のとおりです。 

■標準給付費見込額 （単位：千円） 

 区分 
 第８期 中長期 

合計 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

標準給付費見込額 

（①～⑤の合計） 
21,033,395 6,538,181 7,097,743 7,397,471 7,705,378 9,334,114  

 

①総給付費 19,607,453 6,096,886 6,631,203 6,879,364 7,165,546 8,723,148  

②特定入所者介護

サービス費等給付

額（財政影響額調整

後） 

609,166 203,467 196,934 208,765 215,023 234,958  

③高額介護サービ

ス費等給付額（財政

影響額調整後） 

697,910 202,978 230,201 264,731 277,968 321,783  

④高額医療合算介

護サービス費等給

付額 

97,681 28,130 32,349 37,202 39,062 45,219  

⑤算定対象審査支

払手数料 
21,185 6,720 7,056 7,409 7,779 9,006  
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（３）地域支援事業費 

地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業及び任意事業費の合計）は、

次のとおりです。 

■地域支援事業費 （単位：千円） 

 区分 
 第８期 中長期 

合計 令和３年度 令和４年度  令和５年度 令和７年度  令和 22年度 

地域支援事業費 

（①～③の合計） 
1,311,866 400,420 446,218 465,228 484,666 548,221  

 

①介護予防・日常生活

支援総合事業費 
839,817 265,604 281,384 292,829 307,470 355,935 

②包括的支援事業（地

域包括支援センター

の運営）及び任意事業

費 

317,242 87,643 113,246 116,353 116,466 116,841 

③包括的支援事業（社

会保障充実分） 
154,807 47,173 51,588 56,046 60,730 75,445 
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２ 第１号被保険者の保険料基準額の算定 

（１）介護保険制度の財源構成 

介護保険財源の負担割合は、介護給付費、地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業で

公費が５０％、被保険者の保険料が５０％、地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業で公費が７

７％、被保険者の保険料が２３％となっています。 

被保険者の保険料の負担割合については、第１号被保険者負担割合２３％、第２号被保険者負担割合

２７％となっています。 
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総合事業）】 
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（２）介護保険料設定にあたっての考え方 

第８期の介護保険料は、標準給付費見込額と地域支援事業費に、次の事項を勘案して設定します。 

 

①調整交付金 

施設等給付費を除く保険給付費の負担割合のうち、国の負担は基本となる交付金２０％と調整交

付金の５％とに区分されます。調整交付金は、後期高齢者数の人口における割合等の係数から、市が

全国の中でどの位置にあるかによって、交付率が決定されます。交付率が５％を下回った場合、不足

する部分については、第１号被保険者の負担する介護保険料により補うことになっており、当市の交

付率は５％未満です。 

 

②介護給付費等準備基金 

これまでの介護保険事業運営期間に生じた剰余金は、市の介護給付費等準備基金に積み立てられ

ています。その積立金の残高は令和２年度末時点で約７億５千６百万円です。第８期計画期間では、こ

のうち７億円を取り崩します。これは、第１号被保険者の保険料軽減を図るための措置です。 

 

③市町村保険者機能強化推進交付金等 

市町村保険者機能強化推進交付金は、各市町村等が行う自立支援・重度化防止の取組に対し、そ

れぞれ評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて、国から交付金が交付されるものです。 

また、令和２年度からは、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、市町村介護保

険保険者努力支援交付金が創設され、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価するこ

とにより配分基準のメリハリ付けが強化されました。 

 

④介護報酬改定等の影響 

令和３年度介護報酬改定率は+0.70％（うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例

的な評価が 0.05％（令和３年９月末までの間））とされており、改定率の３か年平均の影響は

+0.67％となっています。 

 

⑤公費投入による保険料の軽減 

低所得者に関わる介護保険料の負担軽減を目的として、市民税非課税世帯である被保険者（所得

段階の第１段階から第３段階まで）を対象に、保険料基準額に対する負担割合の引き下げを行います。 
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（３）第１号被保険者保険料基準額 

保険料基準額は、保険料収納必要額を所得段階別負担割合で調整した令和３年度から令和５年度の

第１号被保険者延べ人数で除して求められます。 

第１号被保険者の保険料については、負担能力を反映して保険料段階別の負担割合を設定すること

が必要です。第７期計画では、１３段階での設定を行っていましたが、第８期では１４段階の設定を行い、

多段階化を図ります。 

 

第８期介護保険料基準額（年額） 63,600円     （第７期  62,400円） 

第８期介護保険料基準額（月額） 5,300円     （第７期   5,200円） 

 

■第１号被保険者保険料基準額 （単位：円） 

項目 第８期の合計 

Ａ 標準給付費見込額 21,033,395,485 

Ｂ 地域支援事業費 1,311,865,569 

Ｂ①  介護予防・日常生活支援総合事業費 839,816,613 

Ｂ②  包括的支援事業・任意事業費 472,048,956 

Ｃ 第 1号被保険者負担分相当額（＝（Ａ＋Ｂ）×23％） 5,139,410,042 

Ｄ 調整交付金相当額（＝（Ａ＋Ｂ①）×５％） 1,093,660,605 

Ｅ 調整交付金見込交付割合 4.625% 

Ｆ 調整交付金見込額（＝（Ａ＋Ｂ①）×Ｅ）
※ 

  1,011,636,000 

Ｎ 市独自の保険料減免額 1,500,000 

Ｇ 保健福祉事業費 31,047,000 

Ｈ 保険者機能強化推進交付金等 60,000,000 

Ｉ 準備基金取崩額 700,000,000 

Ｊ 保険料収納必要額（＝Ｃ＋Ｄ－Ｆ＋Ｎ＋Ｇ－Ｈ－Ｉ） 4,493,98１,647 

Ｋ 予定保険料収納率 98.74% 

Ｌ 収納率を踏まえた保険料収納必要額（＝Ｊ÷Ｋ） 4,551,32８,385 

Ｍ 
第１号被保険者保険料基準月額（＝Ｌ÷３か年の所得段階別加入

割合補正後被保険者数 71,568人÷12か月）
※ 

  
5,300 

※Ｆは千円未満を切り捨て、Ｍは百円未満を切り上げ 
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３ 介護保険事業の円滑な運営 

高齢者一人ひとりがその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように支援

するとともに、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、重度化の防止を図ることで、

介護保険制度の円滑な運営につなげていきます。 

また、介護サービス利用者が真に必要とする良質なサービス提供と持続可能な介護保険制度の構

築を目的に、介護給付等の適正化への取組を実施し、不適切な介護サービス、過剰な支給の削減に

努めます。 

 

（１） リハビリテーション指標等の設定 

いつまでも健康で住み慣れた地域で安心して過ごしていくために、元気なときからの切れ目のな

い介護予防に取り組み、生活機能全体を向上させることで、認定に至らない高齢者の増加を図りま

す。また、自立した生活を支えることのできる地域づくりを進めていきます。 

なお、本計画では、国の「介護保険事業（支援）計画における要介護者等に対するリハビリテーショ

ンサービス提供体制の構築に関する手引き」に基づき、リハビリテーション指標等を設定しました。 
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【指標及び目標設定】 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業                                  （単位：件） 

指標名 指標の説明 
実績 目標 

平成３１年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通所型サービス

（通所介護相当サ

ービス） 

運動器機能向上加算の

算定件数 930 948 957 976 

通所型サービス 

（緩和型サービス） 

運動器機能向上加算の

算定件数 
0 1 1 1 

 

（２）居宅サービス                                               （単位：件） 

指標名 指標の説明 
実績 目標 

平成３１年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通所介護 個別機能訓練加算の算

定件数 
6,919 7,057 7,126 7,264 

通所リハビリテー

ション 

リハビリテーションマネ

ジメント加算の算定件数 
2,293 2,338 2,361 2,407 

訪問リハビリテー

ション 

リハビリテーションマネ

ジメント加算の算定件数 
396 403 407 ４１５ 

 

（３）地域密着型サービス                                           （単位：件） 

指標名 指標の説明 
実績 目標 

平成３１年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域密着型通所介

護 

個別機能訓練加算の算

定件数 
446 454 459 468 

認知症対応型通所

介護 

個別機能訓練加算の算

定件数 
182 185 187 191 

 

（４）施設サービス                                                （単位：件） 

指標名 指標の説明 
実績 目標 

平成３１年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人保健施設 短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算の算定件

数 

610 622 628 640 
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（２）適切なサービス提供体制、給付適正化の推進等 

①要介護認定の適正化 

公平かつ適正な認定調査を実施するため、要介護認定に携わり公平な訪問調査を行う介護認定調

査員の研修及び調査を委託する指定居宅介護支援事業所等への指導等を実施し、介護認定調査員

の確保及び育成を引き続き図っていきます。 

介護認定審査会の各委員（保健、医療、福祉の専門家）の研修や合議体正副部会長連絡会議を通じ

て、介護認定審査会の各委員及び各合議体間の平準化を図り、引き続き、適正な認定審査体制を確

保していきます。 

 

②ケアマネジメントの適正化 

ケアマネジャーが作成するケアプランについて、利用者にとって真に必要なサービスが計画されて

いるか等、東京都により作成されたガイドライン等を活用し、適切なケアマネジメントのプロセスを踏

まえた、利用者の自立支援のためのケアプラン作成及び給付適正化を目的とし、居宅介護支援事業

所担当者との面談によるケアプラン点検を実施します。 

 

③介護報酬請求の適正化 

東京都国民健康保険団体連合会から提供される縦覧点検、医療情報との突合結果等の活用、サー

ビス利用者に介護給付費通知を発送し、実際の利用と相違ないかの確認を行っていただく等により

不正請求等の確認を行います。 

また、サービス提供事業者については、各種基準に適合せずにサービス提供を行い介護給付費の

請求を行う等といった不正請求事案に対して、厳正に対応していきます。 

 

④住宅改修、福祉用具購入に係る利用者宅訪問調査 

住宅改修や福祉用具購入について、不必要な改修、購入といったトラブルを回避できるよう、事前

相談による書類確認に加え、利用者宅の訪問調査を実施し、必要性、妥当性等の検証を継続して行い

ます。 

 

⑤東京都保健医療計画等との整合性の確保 

高度急性期から在宅医療・介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、都

の「東京都保健医療計画」及び「東京都高齢者保健福祉計画（介護保険事業支援計画）」との整合性を

確保することが必要です。 

医療計画の一部として作成される「地域医療構想」と、当市の介護保険事業計画及び「東京都高齢

者保健福祉計画（介護保険事業支援計画）」におけるサービス種類ごとの量の見込みとの整合性を確

保できるよう、東京都による関係機関で構成する協議の場において、より緊密な連携を図っていき

ます。 
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⑥低所得者への支援 

低所得者への対策として、保険料の所得段階が第１段階から第３段階の方に公費を投入すること

によって、保険料の負担軽減を図ります。 

また、市がこれまで独自に実施してきた下記の施策について、第８期計画においても継続します。 

 

ア 低所得者への軽減制度（介護保険料の最大５０％を軽減する措置） 

イ 施設における利用者負担の補足給付 

ウ 介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が行う利用者の負担軽減への補助 

  

⑦保険料納入の利便性の確保 

普通徴収に係る保険料の納入にあたっては、コンビニエンスストアにおいても納入ができる「コン

ビニ収納」の実施を継続します。 

 

⑧保健福祉事業の実施 

地域支援事業以外に、介護保険法の保健福祉事業として、要介護被保険者を現に介護する者の支

援のために必要な事業その他の事業を実施します。 

 

 

【介護給付費等の適正化の取組及び実施目標の設定】 

実施目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要介護認定の適正化 認定調査結果の点検実施 

ケアプランの点検 点検実施及び点検効果の周知 

住宅改修等の点検 申請内容の確認と訪問調査による点検実施 

縦覧点検・医療情報との

突合 
国保連審査対象外の点検・突合実施 

介護給付費通知 年１回実施 
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（３）計画の推進体制 

①計画の周知 

本計画は、高齢者福祉・介護保険に係る関係者をはじめ、多くの市民の理解・協力が重要であるこ

とから、市報や市公式ホームページ等、市の様々な媒体を利用して、広く市民に周知していきます。 

また、介護保険制度についてわかりやすく周知していくことが、各種サービスの活用につながり、

充実した日常生活に結び付くと考えられるため、国の「介護サービス情報公表制度」の紹介をはじめ、

様々な情報提供に努めていきます。 

 

②関係機関等との連携・協働 

質の高いサービス提供を実施するためには、各関連団体・事業者等が相互に連携し、協働しながら

地域の実情に応じた取組を進めていく必要があります。 

また、地域共生社会の実現のためにも、庁内各部局との連携、医療と介護の連携、さらには子ど

も・子育て支援や障害福祉など、分野を超えて地域生活課題について関係機関と連絡調整を行う体

制づくりが必要です。 

 

③計画の実施状況の点検・評価 

本計画の進行管理にあたっては、設定した目標、見込量等に関連するデータの収集を定期的に実

施します。また、各年度の事業の実績・進捗については、「東大和市介護保険運営協議会」に各年度の

実施状況を報告し、意見を聴くなど、ＰＤＣＡサイクル（計画－実施－評価－改善）による効率的な施

策の進行管理に努めます。 
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資料編 

１ 東大和市介護保険運営協議会 

（１）東大和市介護保険条例（抜粋） 

平成１２年３月３１日 

条例第２９号 

(介護保険運営協議会) 

第 10 条の 2 介護保険事業の運営に関する重要事項等について調査審議させるため、東大和市介護

保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

2 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。 

(1) 介護保険事業の運営に関する重要事項に関すること。 

(2) 介護保険事業計画(介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画をいう。)に関す

ること。 

(3) その他市長が必要と認める事項 

3 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、老人福祉事業の運営に関する重要事

項及び高齢者福祉計画(老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画をいう。)に関する事項につい

て調査審議し、その結果を市長に答申することができる。 

4 協議会は、第 2 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項並びに前項に規定する事項について、市長に意

見を述べることができる。 

5 協議会は、委員 13人以内をもって組織する。 

6 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 2人以内 

(2) 被保険者 4人以内 

(3) 保健医療関係者 3人以内 

(4) 福祉関係者 3人以内 

(5) 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)を使用する事業主 1人 

7 委員の任期は、3 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

8 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
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（２）東大和市介護保険運営協議会規則 

平成 14年 3月 6日 

規則第 10号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、東大和市介護保険条例(平成 12年条例第29号)第 10条の2第8項の規定に

基づき、東大和市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第2条 協議会に会長及び副会長 1人を置き、その選任方法は、会長は委員の互選により、副会長は会

長の指名による。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見等の聴取) 

第 4 条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。 

(専門部会) 

第 5条 会長は、専門的事項について調査審議するため、協議会の下に専門部会を置くことができる。 

2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。 

3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。 

(守秘義務) 

第 6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

(庶務) 

第 7条 協議会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。 

(委任) 

第 8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 3月 1日規則第 4号) 

この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 27日規則第 13号) 

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 
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（２）東大和市介護保険運営協議会規則 
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（３）東大和市介護保険運営協議会委員名簿 

任期：３年（平成３０年４月１日～令和３年３月３１日） 

  氏名 備 考 

会長 竹原 厚三郎 学識経験者 

副会長 木住野 哲 保健医療関係者（医師会） 

委員 

小島 基永 学識経験者 

沖 育子 介護保険被保険者（公募） 

水落 宏 介護保険被保険者（公募） 

村松 伸晃 介護保険被保険者（公募） 

安保 清 介護保険被保険者（公募） 

 

岩佐 俊夫 

今井 恒夫 

保健医療関係者（歯科医師会） 

（前任）平成３０年６月２８日まで 

（後任）平成３０年６月２９日から 

野中 明人 保健医療関係者（薬剤師会） 

富田 明彦 福祉関係者 

 

関田 守男 

尾又 斉夫 

福祉関係者 

（前任）令和２年３月３１日まで 

（後任）令和２年４月１日から 

米持 尚利 福祉関係者 

若林 和男 介護保険第２号被保険者を使用する事業主 
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（４）東大和市介護保険運営協議会開催経過 

 

【平成３０年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 平成３０年５月１５日（火） 

・会長、副会長の選任について 

・地域包括支援センター運営協議会委員の選任について 

・第７期のスケジュールについて 

第２回 平成３０年１０月３０日（火） 
・東大和市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画実施

状況報告 

 

【平成３１年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和元年５月１３日（月） 

・低所得者の第１号保険料軽減強化に係る東大和市の対応

について 

・平成３０年度第３回東大和市地域包括支援センター運営

協議会の報告 

・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に関する業務

の今年度のスケジュールについて 

第２回 令和元年８月６日（火） 
・第７期介護保険事業計画における、平成３０年度実施状

況報告について 

第３回 令和元年１０月２１日（月） ・介護保険事業計画準備調査の検討について 

第４回 令和元年１１月１９日（火） ・介護保険事業計画準備調査の検討について 

第５回 令和２年２月１８日（火） 
・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定のための

アンケート調査の回収状況及び集計状況について（報告） 

 

【令和２年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和２年９月２９日（火） 

・東大和市第８期介護保険事業計画準備調査報告書につい

て（報告） 

・東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の平

成３１年度実施状況報告書（案）について（報告） 

・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 

第２回 令和２年１０月２０日（火） 
・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 
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（４）東大和市介護保険運営協議会開催経過 
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第２回 平成３０年１０月３０日（火） 
・東大和市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画実施

状況報告 

 

【平成３１年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和元年５月１３日（月） 
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第１回 令和２年９月２９日（火） 
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・東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の平

成３１年度実施状況報告書（案）について（報告） 

・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 

第２回 令和２年１０月２０日（火） 
・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 
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第３回 令和２年１１月２日（月） 
・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 

第４回 令和２年１２月２２日（火） 

・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）

について 

・市民説明会の報告について 

第５回 令和３年１月１９日（火） 

・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）

について 

・パブリックコメントの報告について 
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２ 東大和市地域包括支援センター運営協議会 

（１）東大和市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター（以

下「センター」という。）の適正な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営及び同法に規

定する地域密着型サービスの適正な運営を図るため、東大和市地域包括支援センター運営協議会

（以下「センター運営協議会」という。）を設置する。 

２ センター運営協議会は、東大和市介護保険運営協議会規則（平成１４年規則第１０号）第５条に規定す

る専門部会とする。 

（所掌事項等） 

第２条 センター運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。 

１ センターの運営に関する次に掲げる事項の承認に関すること。 

（１）センターの設置等に関する次に掲げる事項に関すること。 

   ア センターの担当する地域 

   イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委

託された法人の変更 

   ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施 

   エ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所 

   オ その他センター運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要があると認める

事項 

（２）センターの運営に関する次に掲げる事項に関すること。 

ア 適正なケアプランの作成に関すること。 

イ 適正なサービス提供に関すること。 

ウ その他センター運営協議会が地域の実情に応じて必要があると認める事項 

（３）センターの職員に関すること。 

（４）その他地域包括ケアに関すること。 

２ 地域密着型サービスの運営に関する次に掲げる事項の意見を述べること。 

（１）市が行う地域密着型サービスの事業者の指定に関すること。 

（２）市が行う地域密着型サービスに関する基準及び地域密着型介護サービス費の額の設定に関する

こと。 

（３）その他地域密着型サービスの適正な運営に関すること。 

３ センター運営協議会は、第１項各号に掲げる事項の承認に必要があると認めるときは、センターに対

し、次に掲げる書類の提出を求めることができる 

（１）当該年度の事業計画書及び収支予算書 

（２）前年度の事業報告書及び収支決算書 
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２ 東大和市地域包括支援センター運営協議会 

（１）東大和市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター（以

下「センター」という。）の適正な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営及び同法に規

定する地域密着型サービスの適正な運営を図るため、東大和市地域包括支援センター運営協議会

（以下「センター運営協議会」という。）を設置する。 

２ センター運営協議会は、東大和市介護保険運営協議会規則（平成１４年規則第１０号）第５条に規定す

る専門部会とする。 

（所掌事項等） 

第２条 センター運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。 

１ センターの運営に関する次に掲げる事項の承認に関すること。 

（１）センターの設置等に関する次に掲げる事項に関すること。 

   ア センターの担当する地域 

   イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委

託された法人の変更 

   ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施 

   エ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所 

   オ その他センター運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要があると認める

事項 

（２）センターの運営に関する次に掲げる事項に関すること。 

ア 適正なケアプランの作成に関すること。 

イ 適正なサービス提供に関すること。 

ウ その他センター運営協議会が地域の実情に応じて必要があると認める事項 

（３）センターの職員に関すること。 

（４）その他地域包括ケアに関すること。 

２ 地域密着型サービスの運営に関する次に掲げる事項の意見を述べること。 

（１）市が行う地域密着型サービスの事業者の指定に関すること。 

（２）市が行う地域密着型サービスに関する基準及び地域密着型介護サービス費の額の設定に関する

こと。 

（３）その他地域密着型サービスの適正な運営に関すること。 

３ センター運営協議会は、第１項各号に掲げる事項の承認に必要があると認めるときは、センターに対

し、次に掲げる書類の提出を求めることができる 

（１）当該年度の事業計画書及び収支予算書 

（２）前年度の事業報告書及び収支決算書 
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（３）その他センター運営協議会が必要があると認める書類 

（構成及び委員） 

第３条 センター運営協議会の委員（以下「部会員」という。）は、東大和市介護保険条例（平成１２年条例

第２９号）第１０条の２に規定する介護保険運営協議会委員の中から次に掲げる者のうち６人以内を

もって構成する。 

（１）保健医療関係者のいずれか１人 

（２）福祉関係者であって次号に掲げる以外の者 １人 

（３）福祉関係者であって地域における権利擁護、相談事業等を担う者 １人 

（４）学識経験者のいずれか１人 

（５）第１号被保険者のいずれか１人 

（６）第２号被保険者のいずれか１人 

（部会員の任期） 

第４条 部会員の任期は、任命の日から介護保険運営協議会委員の任期が満了するまでとし、再任を妨

げない。ただし、部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会長及び副部会長） 

第５条 センター運営協議会に部会長及び副部会長を置き、部会長及び副部会長は部会員の互選によ

る。 

２ 部会長は、会議の進行を務める。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 センター運営協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて、部会長が召集する。 

２ 会議は、部会員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 

 （意見等の聴取） 

第７条 センター運営協議会は、必要に応じて、部会員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取す

ることができる。 

（守秘義務） 

第８条 部会員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。 

    附 則（平成１７年９月２６日決裁） 

  この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

    附 則（平成１９年３月１２日決裁） 

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 



96 

    附 則（平成２４年３月３０日決裁） 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

（２）東大和市地域包括支援センター運営協議会（専門部会）委員名簿 

任期：３年（平成３０年４月１日～令和３年３月３１日） 

選出区分 氏名 備 考 

学識経験者 ◎小島 基永  

福祉関係者 

〇関田 守男 

〇尾又 斉夫 

（前任）令和２年３月３１日まで 

（後任）令和２年４月１日から 

米持 尚利  

保健医療関係者 
岩佐 俊夫 

今井 恒夫 

（前任）平成３０年６月２８日まで 

（後任）平成３０年６月２９日から 

被保険者 
沖 育子  

村松 伸晃  

◎部会長、〇副部会長 

 

（３）東大和市地域包括支援センター運営協議会（専門部会）開催経過 

【平成３０年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 平成３０年５月１５日（火） 

・部会長の互選、副会長の指名 

・地域密着型サービスの指定 

・平成２９年度の高齢者ほっと支援センター運営状況 

・平成２９年度の高齢者ほっと支援センター実績報告 

・平成３０年度の高齢者ほっと支援センター事業計画 

第２回 平成３０年１０月３０日（火） 
・高齢者ほっと支援センターきよはら指定管理者候補の

選定状況 

第３回 平成３１年３月２５日（月） 

・平成３１年度高齢者ほっと支援センター事業 

・指定介護予防支援事業所の計画作成委託状況及び地域

密着型サービス事業所の指定状況 
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【平成３１年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和元年８月６日（火） 

・地域密着型サービスの指定について 

・平成３０年度の高齢者ほっと支援センター運営状況に

ついて 

・平成３０年度実績報告及び平成３１年度事業計画につ

いて 

第２回 令和２年２月１８日（火） 

・地域密着型サービスの指定に関する意見について 

・令和２年度高齢者ほっと支援センター事業の承認につ

いて 

・指定介護予防支援事業所の計画作成委託状況及び地

域密着型サービス事業所の指定状況について 

 

【令和２年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和２年８月４日（火） 

・平成３１年度の高齢者ほっと支援センター運営状況に

ついて 

・平成３１年度実績報告及び令和２年度事業計画につい

て 

第２回 令和３年１月１９日（火） 

・令和３年度高齢者ほっと支援センター事業の承認につ

いて 

・指定介護予防支援事業所の計画作成委託状況及び地

域密着型サービス事業所の指定状況について 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面会議とした。 
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３ 市民説明会の開催等 

（１）市民説明会 

開催日 会場 参加者数 

令和２年１２月１９日（土） 市役所会議棟 ３人 

令和２年１２月２１日（月） 市役所会議棟 ９人 

合計 １２人 

 

 

（２）パブリックコメントによる意見聴取 

令和２年１２月４日（金）から令和３年１月４日（月）までの間、市役所公式ホームページへ東大和市高

齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）の全文掲載を行うと同時に、主要公共施設に計画素

案を配置し、市民からのご意見を募りました。 

意見の内容 件数 

一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業等）について ４件 

障害のある方が利用できる介護老人福祉施設等の整備について １件 
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４ 用語説明 

［ア］ 

■ＩＣＴ 

Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のことです。 

 

■アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 

将来の意思決定能力の低下に備えて、あらかじめ、本人と、本人が大切にしている方（家族等）や医

療・介護従事者とが一緒になって、本人の終末期を含めた今後の医療や介護の方針を繰り返し話し

合い、本人に代わって意思決定をする人やケア等の方針をあらかじめ決めておく取組のことです。 

 

■あんしん東大和 

福祉サービスを安心して選択し利用できるよう、社会福祉協議会に委託して福祉サービス総合支

援事業「あんしん東大和」を実施し、福祉サービスに関する相談や地域福祉権利擁護事業を行ってい

ます。 

 

■一般介護予防 

６５歳以上の全ての高齢者（要支援認定を受けられた方は一部の事業の利用が可能）を対象とした

事業。住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通して参加者や、通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域において、自立支援に資する取組を推進し、

要介護状態となっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指すことを目的としてい

ます。この事業は主に「介護予防把握事業」「介護予防普及啓発事業」「地域介護予防活動支援事業」

から構成されています。 

 

■運動器症候群（ロコモティブシンドローム） 

骨・筋肉・関節・靭帯・腱・神経などから構成される運動器の障害のために移動機能の低下をきたし

た状態のことです。 

 

■ＮＰＯ法人 

Nonprofit Organization の略。広義には民間非営利組織といわれるもので、ボランティア団

体、協同組合等営利を目的としない団体を指します。法的には、特定非営利活動促進法により設立さ

れた法人を特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）といいます。 
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［カ］ 

■介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性的な医療的・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要

な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、

新たに創設された介護保険施設です。介護保険法上の介護保険施設ですが、医療法上は医療提供施

設として法的に位置づけられます。 

 

■介護給付 

要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費用の支給のことで

す。５段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サ

ービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、市町村が行う地域密着型サービスなどがあります。 

 

■介護サービス情報公表制度 

事業者の情報提供のしくみを整備して、利用者による、より適切な事業者の選択を支援するために

創設された制度です。 

 

■介護予防 

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防する）こと、あるいは要介護状態で

あっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする（維持・改善を図る）ことです。前者を事業化した

ものが地域支援事業であり、後者を制度化したものが予防給付です。高齢者の有する能力に応じ、自

立した日常生活を営むことができるよう支援するという介護保険の基本理念を徹底するものです。 

 

■介護予防支援 

要支援１・２の認定者が、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、ケアプラン（介護予防サー

ビス計画）の作成、サービス事業所等との連絡調整などを行います。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意向を踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事

業を総合的に実施することで、高齢者の自立支援や社会参加を促進する事業です。 

 

■北多摩西部保健医療圏域 

保健医療資源の適切な配置を図るとともに、適切な保健医療サービスの提供や医療提供施設相互 

の機能の分担と連携を推進し、疾病の発症予防から早期の発見や治療、リハビリテーションなど総

合的な保健医療提供体制の体系を構築するための地域的単位のことで、北多摩西部保健医療圏域は

6市（当市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市）で構成されます。 

 

 



100 

［カ］ 

■介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性的な医療的・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要

な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、

新たに創設された介護保険施設です。介護保険法上の介護保険施設ですが、医療法上は医療提供施

設として法的に位置づけられます。 

 

■介護給付 

要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費用の支給のことで

す。５段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サ

ービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、市町村が行う地域密着型サービスなどがあります。 

 

■介護サービス情報公表制度 

事業者の情報提供のしくみを整備して、利用者による、より適切な事業者の選択を支援するために

創設された制度です。 

 

■介護予防 

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防する）こと、あるいは要介護状態で

あっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする（維持・改善を図る）ことです。前者を事業化した

ものが地域支援事業であり、後者を制度化したものが予防給付です。高齢者の有する能力に応じ、自

立した日常生活を営むことができるよう支援するという介護保険の基本理念を徹底するものです。 

 

■介護予防支援 

要支援１・２の認定者が、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、ケアプラン（介護予防サー

ビス計画）の作成、サービス事業所等との連絡調整などを行います。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意向を踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事

業を総合的に実施することで、高齢者の自立支援や社会参加を促進する事業です。 

 

■北多摩西部保健医療圏域 

保健医療資源の適切な配置を図るとともに、適切な保健医療サービスの提供や医療提供施設相互 

の機能の分担と連携を推進し、疾病の発症予防から早期の発見や治療、リハビリテーションなど総

合的な保健医療提供体制の体系を構築するための地域的単位のことで、北多摩西部保健医療圏域は

6市（当市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市）で構成されます。 
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■基本チェックリスト 

介護予防を必要とする高齢者を効果的に把握するために用いる手法で、生活機能を評価し、要支

援・要介護状態となるリスクを予測する２５項目の質問票です。定期的に実施することで、生活機能
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■軽費老人ホーム 

高齢者が低額な料金で入所し、日常生活を送ることを目的とする施設です。Ａ型、Ｂ型、ケアハウス
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のある人であって家族による援助が困難な人。Ｂ型はＡ型の要件に加えて自炊が可能な人。ケアハウ

スは、身体機能の低下により自立した日常生活を営むことに不安がある人で家族の援助を受けるこ

とが困難な人が対象となります。 
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■健康寿命 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指します。 

 

■健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針 

生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生を送ることが出来るまちを目指し、更なる健康寿命

の延伸を図るとともに、健幸都市の実現に向けた市の取組を推進していくことを目的として、平成３

１年３月に策定したものです。 

 

■後期高齢者医療制度 

７５歳以上の人及び６５歳以上で一定の障がいがあり認定を受けた人を対象とした医療制度です。 

 

■高度急性期 

「医療法」第３０条の１２に基づく病床機能報告制度に基づき、一般病床・療養病床を有する病院・診

療所が、次の４区分から１つを選択し、報告することとなっています。 

高度急性期機能：急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供

する機能。 

一般急性期機能：急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。 

回復期機能：急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 

慢性期機能：長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。長期にわたり療養が必要な重度の

障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能。 

 

■高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター） 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメント等

を総合的に行う地域の介護の包括的支援事業を行う機関で、センターには、保健師、主任ケアマネジ

ャー、社会福祉士が置かれ、専門性を活かして、相互に連携しながら業務にあたります。 

 

■高齢者見守りぼっくす 

高齢者の在宅生活の安心を確保するため、その生活実態の把握や、関係機関との連携による高齢

者に対する見守りを行い、緊急時の通報機器を活用した対応を行うとともに、高齢者などからの相

談に応じ、必要な支援を行う相談機関です。 
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［サ］ 

■サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）において、高齢者生活支援サービスを提

供することとしている賃貸住宅とされ、都道府県知事の登録を受けたものをいいます。居住部分の

床面積２５㎡以上（十分な面積の共用設備を設けている場合は１８㎡以上）、バリアフリー、状況把握

サービス及び生活相談サービスの提供、賃貸借契約等の居住の安定が図られた契約などの登録基準

を満たす必要があります（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条～第７条）。 

 

■在宅療養 

医療機関に通院困難な患者が、自宅や入所中の施設など、病院外の「生活の場」において、訪問診

療・看護等の医療だけではなく、介護や各種福祉施策等も合わせた多面的なサービス提供を受けな

がら行う療養です。 

 

■ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

たばこの煙など毒素の吸入により免疫反応が続いた結果、破壊された組織と増えたたんなどによ

る気道閉鎖がおこりやすい状態のことです。 

 

■施設サービス 

介護保険施設において提供されるサービスをいい、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介

護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の４種類があります。施設に入所・入院する要介

護者に対し、施設サービス計画に基づいて提供されるサービスです。介護療養型医療施設は、平成

３０年４月より順次、介護医療院に転換することが見込まれています。 

 

■市町村保険者機能強化推進交付金 

平成２９年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取

組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取組を制度

化し、この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の

達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化

防止等に関する取組を推進するために創設された交付金のことです。 

 

■社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な事項を定めている社

会福祉法に規定されており、地域福祉事業推進の中心的役割を担っています。 

 

■社会福祉士 

社会福祉士国家試験に合格し、厚生労働省から認可を受けた専門職。日常生活を営むのに支障が

ある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を担います。 
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■若年性認知症 

１８歳から６４歳までに発症した認知症の総称です。アルツハイマー病、脳血管障害、頭部外傷など

原因が様々です。１０万人当たり５０人程度の発症率で、患者数は全国に数万人と推定されます。なお、

発症原因が外傷性疾患及び内分泌疾患等の場合は６５歳になるまで介護保険は適用されません。 

 

■重層的支援体制整備事業 

社会福祉法に基づき、市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的

な支援体制を整備するため、①相談支援（包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を

通じた継続的支援事業）、②参加支援事業、③地域づくり事業を一体的に実施する事業です。 

 

■シルバー人材センター 

定年退職者などの高年齢者に、 そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的又はその他の

軽易な業務」 を提供する組織です。 

 

■生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制を整備し、生活支援サービスの充実及び高齢者の社

会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・介護予防の担い手の養成・発掘など社会資源の開発や

地域のニーズと地域支援のマッチングなどを行う役割を持ちます。生活支援コーディネーターは、日

常生活圏域ニーズ調査や地域包括ケア会議等を通して、地域の高齢者支援のニーズと社会資源の状

況把握に加えて、①地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起、②地縁組織等多様な主体へ

の協力依頼などの働きかけ、③関係者のネットワーク化、④目指す地域の姿・方針の共有、意識の統

一、⑤生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動に

つなげる機能）⑥ニーズとサービスのマッチングの６点を行います。生活支援コーディネーターには特

定の資格要件を定めませんが、市民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主

体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましいとさ

れています。 

 

■生活支援サービス 

平成２１年度の「地域包括ケア研究会報告書」では、生活支援サービスを“見守り、緊急通報、安否確

認システム、食事、移動支援、社会参加の機会提供、その他電球交換、ゴミ捨て、草むしりなどの日常

生活にかかる支援”としています。そして、“身体介護や訪問診療・看護、リハビリテーションのサービ

スは共助である介護保険や医療保険を中心にサービスが提供されているが、要介護高齢者や認知症

を有する者が住み慣れた地域で生活を継続するためには、ＩＡＤＬ
※ 

 に着目した様々な生活支援サー

ビスも不可欠である”とした上で、“こうしたサービスは、自治会やＮＰＯなど住民主体の様々な活動

体が自治体又は地域包括支援センターの支援を得て活動しており、その中核を担っている”としてい

ます。 
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■生活支援サービス 

平成２１年度の「地域包括ケア研究会報告書」では、生活支援サービスを“見守り、緊急通報、安否確

認システム、食事、移動支援、社会参加の機会提供、その他電球交換、ゴミ捨て、草むしりなどの日常

生活にかかる支援”としています。そして、“身体介護や訪問診療・看護、リハビリテーションのサービ
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を有する者が住み慣れた地域で生活を継続するためには、ＩＡＤＬ
※ 

 に着目した様々な生活支援サー

ビスも不可欠である”とした上で、“こうしたサービスは、自治会やＮＰＯなど住民主体の様々な活動

体が自治体又は地域包括支援センターの支援を得て活動しており、その中核を担っている”としてい

ます。 
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※ＩＡＤＬ：Instrumental Activity of Daily Living の略。手段的ＡＤＬと訳されます。ＡＤＬが食

事、入浴、排泄等の日常生活の基本動作であるのに対し、ＩＡＤＬはバスに乗って買い物に行く、電話

をかける、食事の支度をする等のように、より広義かつＡＤＬで使用する動作を応用した動作（ＡＤＬよ

り複雑な動作）を指します。 

 

■生活支援体制整備事業 

「生活支援コーディネーター」が「協議体（地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくり
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業です。 

 

■生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群です。 

 

■成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の権利と財産を守る制度です。

支援者（成年後見人等）が本人に代わって契約を結んだり、不動産や預貯金を管理したり、本人のみ

で行った不利益な契約などの行為を取り消すなど、本人の権利を保護し、援助を行います。 この制

度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見制度」と、あらかじめ本人が任意後見人を

選ぶ「任意後見制度」があります。法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」が

あります。任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった

場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人と契約を結んでおくものです。 

 
 

［タ］ 

■第１号被保険者 

介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の住民です。 

 

■第２号被保険者 

介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の

医療保険加入者です。 

 

■団塊の世代 

昭和２２年（１９４７年）～昭和２４年（１９４９年）に生まれた世代で、第一次ベビーブーム世代とも呼

ばれます。 

 

■団塊ジュニア世代 

昭和４６年（１９７１年）～昭和４９年（１９７４年）に生まれた世代で、第二次ベビーブーム世代とも呼

ばれます。 
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■地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく社会のことです。 

 

■地域ケア会議 

高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター）が、多職種協働によるネットワークとして設

置・運営する会議で、介護・医療関係者、民生委員などの幅広い構成員が参加します。会議の目的は、

個別ケースの支援の検討を通じて、高齢者の課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築を

図り、ケアマネジャー（介護支援専門員）へのケアマネジメントの支援等を推進することにあります。 

 

■地域支援事業 

高齢者が要介護や要支援状態になることを予防し、介護が必要になった場合でも、住み慣れた地

域で自立した日常生活を営めるよう支援するための区市町村事業。事業の内容は、①介護予防・日常

生活支援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業からなります。 

 

■地域福祉権利擁護事業 

判断能力が不十分な認知症高齢者や知的・精神障害者を対象に、福祉サービス利用の手続きや、

日常的な金銭管理等のサービスのお手伝いを行います。 

 

■地域包括ケアシステム 

地域ケアシステムの確立は、平成１５年６月の高齢者介護研究会報告書『２０１５年の高齢者介護』に

おいて提案されましたが、地域包括ケアシステムを明確に定義したのは、平成２０年度の「地域包括ケ

ア研究会報告書」においてです。この報告書では、地域包括ケアシステムを、“ニーズに応じた住宅が

提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみな

らず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供

できるような地域での体制”と定義し、“おおむね３０分以内”に必要なサービスが提供される圏域と

して、具体的には中学校区を基本とするとしています。なお、地域包括ケアシステムは、法律上にも位

置づけられており、平成２３年に改正された介護保険法第５条の第３項として、“国及び地方公共団体

は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等と

なることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自

立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包

括的に推進するよう努めなければならない”と規定されました。 

 

 



106 

■地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく社会のことです。 

 

■地域ケア会議 

高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター）が、多職種協働によるネットワークとして設

置・運営する会議で、介護・医療関係者、民生委員などの幅広い構成員が参加します。会議の目的は、

個別ケースの支援の検討を通じて、高齢者の課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築を

図り、ケアマネジャー（介護支援専門員）へのケアマネジメントの支援等を推進することにあります。 

 

■地域支援事業 

高齢者が要介護や要支援状態になることを予防し、介護が必要になった場合でも、住み慣れた地

域で自立した日常生活を営めるよう支援するための区市町村事業。事業の内容は、①介護予防・日常

生活支援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業からなります。 

 

■地域福祉権利擁護事業 

判断能力が不十分な認知症高齢者や知的・精神障害者を対象に、福祉サービス利用の手続きや、

日常的な金銭管理等のサービスのお手伝いを行います。 

 

■地域包括ケアシステム 

地域ケアシステムの確立は、平成１５年６月の高齢者介護研究会報告書『２０１５年の高齢者介護』に

おいて提案されましたが、地域包括ケアシステムを明確に定義したのは、平成２０年度の「地域包括ケ

ア研究会報告書」においてです。この報告書では、地域包括ケアシステムを、“ニーズに応じた住宅が

提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみな

らず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供

できるような地域での体制”と定義し、“おおむね３０分以内”に必要なサービスが提供される圏域と

して、具体的には中学校区を基本とするとしています。なお、地域包括ケアシステムは、法律上にも位

置づけられており、平成２３年に改正された介護保険法第５条の第３項として、“国及び地方公共団体

は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等と

なることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自

立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包

括的に推進するよう努めなければならない”と規定されました。 
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■地域包括ケア「見える化」システム 

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策

定・実行を総合的に支援するための情報システムです。厚生労働省が運営しており、介護保険に関す

る情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が一元化され、介護サービス見込

量等の将来推計の支援機能などを提供しています。 

 

■地域密着型サービス 

要介護者が、住み慣れた地域で、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービスを利用できるように、

平成１８年の介護保険法の改正により第３期計画から創設されたサービスです。９種類（介護予防を

含めて 12種類）のサービスがあります。（介護保険法第８条１４）。 

 

■チームオレンジ 

認知症サポーターなどで構成する支援チームが認知症の人やその家族を支援できるようにする仕

組みのことです。 

 

■特定健康診査 

40歳以上75歳未満の人に対してメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期発見を目的

として医療保険者が行う健康診査のことです。 

 

 

［ナ］ 

■日常生活圏域 

区市町村が市町村介護保険事業計画を策定する上で設定しなければならない区域のことです。第

３期計画から採り入れられた考え方で、この区域に対し、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護などのサービスの必要利用定員総数やその他の地域密着型サービスごとの

見込みとその確保策などが計画化されます。圏域の設定は、地域住民が日常生活を営んでいる地域

とし、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための

施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して定められます。おおむね３０分以内に必要なサ

ービスが提供される圏域とされます。 

 

■認知症 

認知症とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により、日常

生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいいます。認知症

は、高齢期では誰にでも起こる可能性があります。 
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■認知症ケアパス 

認知症の方やその家族が認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような支援

を受けられるのか理解できるよう、医療や介護サービスなどの提供の流れを示すものです。 

 

■認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者で、「認知症サ

ポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」になります。受講者には認知症を支援する目

的としてオレンジリングが授与されます。 

 

■認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、

アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活のサ

ポートを行うチームをいいます。認知症初期集中支援チームは区市町村が設置し、チーム員は、①保

健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士などの医療保健福祉に関する国家資格を有

する者、②認知症ケア実務経験３年以上、在宅ケア実務経験３年以上を有する者、③国が別途定める

「認知症初期支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者から専門職２人以上、④日本老年精神

医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務

とした５年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことが

できる認知症サポート医である医師１人の計３人以上の専門職で構成されます。 

 

■認知症施策推進大綱 

認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年６月１８日にとりまとめられたもので、認知症に

なっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取

組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となっ

て進めていくものです。 

 

■認知症地域支援推進員 

認知症になっても、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよ

う、認知症施策や事業の企画調整等を行います。区市町村が医療機関や介護サービス及び地域の支

援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員

を中心として、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ります。認知症地域推進

員は、①認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、②上記①以外で認知症の介護や医療における専門的

知識及び経験を有する者で区市町村が認めた者（例：認知症介護指導者養成研修修了者等）のいず

れかの要件を満たす者を１人以上配置することになっています。なお、認知症地域支援推進員は、別

途、認知症地域支援推進員研修の受講を必要とします。 
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［ハ］ 

■バリアフリー 

高齢者・障害のある人等が社会生活をしていく上で、物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報

面での障壁等全ての障壁（バリア）を除去する必要があるという考え方です。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

目標設定（plan）-施策・事業の実施（do）－目標・事業の達成状況の評価（check）－計画の見直

し（act）のサイクルのことです。 

■避難行動要支援者避難支援登録制度 

災害時に避難支援を必要とする人を登録し、その情報を地域（民生委員、自治会等）、関係機関（警

察署・消防署、社会福祉協議会等）に提供し、災害発生時の安否確認や避難誘導等の支援活動が速や

かにできるような体制を整備するための制度です。 

 

■フレイル（虚弱） 

加齢により心身が老い衰えた状態のことで、高齢者のフレイルは、生活の質を落とすだけでなく、

さまざまな合併症も引き起こす危険があります。フレイルの状態に、家族や医療者、そして何より本

人が早く気付き対応することができれば、フレイルの状態から健常に近い状態へ改善したり、要介護

状態に至る可能性を減らせる可能性があります。 

 

■補足給付 

低所得者等に対して、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費（滞在費）の一定の額を介護

報酬で補足することです。補足給付が福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金や

不動産を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることか

ら、平成２７年の介護保険制度の改正では預貯金等や配偶者の所得、非課税年金収入等の資産等も

勘案することになりました。 

 

■ボランティアポイント制度 

介護予防等を目的とした、６５歳以上の高齢者が介護施設等でボランティアをした場合にポイント

を付与し、たまったポイントに応じて、換金等を行うことにより、実質的に介護保険料の負担を軽減す

ることができる制度です。 
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認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者で、「認知症サ

ポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」になります。受講者には認知症を支援する目

的としてオレンジリングが授与されます。 

 

■認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、

アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活のサ

ポートを行うチームをいいます。認知症初期集中支援チームは区市町村が設置し、チーム員は、①保

健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士などの医療保健福祉に関する国家資格を有

する者、②認知症ケア実務経験３年以上、在宅ケア実務経験３年以上を有する者、③国が別途定める

「認知症初期支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者から専門職２人以上、④日本老年精神

医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務

とした５年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことが

できる認知症サポート医である医師１人の計３人以上の専門職で構成されます。 

 

■認知症施策推進大綱 

認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年６月１８日にとりまとめられたもので、認知症に

なっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取

組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となっ

て進めていくものです。 

 

■認知症地域支援推進員 

認知症になっても、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよ

う、認知症施策や事業の企画調整等を行います。区市町村が医療機関や介護サービス及び地域の支

援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員

を中心として、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ります。認知症地域推進

員は、①認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、②上記①以外で認知症の介護や医療における専門的

知識及び経験を有する者で区市町村が認めた者（例：認知症介護指導者養成研修修了者等）のいず

れかの要件を満たす者を１人以上配置することになっています。なお、認知症地域支援推進員は、別

途、認知症地域支援推進員研修の受講を必要とします。 
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［ハ］ 

■バリアフリー 

高齢者・障害のある人等が社会生活をしていく上で、物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報

面での障壁等全ての障壁（バリア）を除去する必要があるという考え方です。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

目標設定（plan）-施策・事業の実施（do）－目標・事業の達成状況の評価（check）－計画の見直

し（act）のサイクルのことです。 

■避難行動要支援者避難支援登録制度 

災害時に避難支援を必要とする人を登録し、その情報を地域（民生委員、自治会等）、関係機関（警

察署・消防署、社会福祉協議会等）に提供し、災害発生時の安否確認や避難誘導等の支援活動が速や

かにできるような体制を整備するための制度です。 

 

■フレイル（虚弱） 

加齢により心身が老い衰えた状態のことで、高齢者のフレイルは、生活の質を落とすだけでなく、

さまざまな合併症も引き起こす危険があります。フレイルの状態に、家族や医療者、そして何より本

人が早く気付き対応することができれば、フレイルの状態から健常に近い状態へ改善したり、要介護

状態に至る可能性を減らせる可能性があります。 

 

■補足給付 

低所得者等に対して、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費（滞在費）の一定の額を介護

報酬で補足することです。補足給付が福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金や

不動産を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることか

ら、平成２７年の介護保険制度の改正では預貯金等や配偶者の所得、非課税年金収入等の資産等も

勘案することになりました。 

 

■ボランティアポイント制度 

介護予防等を目的とした、６５歳以上の高齢者が介護施設等でボランティアをした場合にポイント

を付与し、たまったポイントに応じて、換金等を行うことにより、実質的に介護保険料の負担を軽減す

ることができる制度です。 
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［マ］ 

■民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関する問題（生活上の問

題、高齢者・障害者福祉等福祉全般）についての相談を受ける人です。児童福祉法による児童委員も

兼ねており、児童の福祉に関する相談にも応じています。 

 

 

［ヤ］ 

■予防給付 

「介護予防訪問看護」等、要支援１・２の対象者に実施される給付のことです。 

 

 

［ラ］ 

■リビングラボ 

複雑な社会課題を解決するために、生活環境での実験を通して利用者と提供者が共創プロセスか

ら実装と評価を重ね、そこからサービスや商品を生み出す一連の活動を指します。 

 

 

［ワ］ 

■ワーデン（生活協力員） 

シルバーピアに家族とともに住み込み、入居者の安否確認、急病など緊急時の対応、日常生活上の

軽易な相談、団らん室の管理などを行う人です。 
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